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(57)【要約】
　携帯電話などの携帯デバイスがユーザの環境からメデ
ィアコンテンツを捜索するために使用される。例えば、
デバイスは空港ラウンジで旅行者が見るテレビを聴くこ
とができる。コンテンツから抽出されたデジタル透かし
又は他のデータを参照することにより、デバイスはテレ
ビ番組を識別し、様々な処置を可能とし得る。例えば、
デバイスは、テレビ番組の残りを録画するようＤＶＲに
指示することができ、或いは、その番組がいつ再放送さ
れるかを確認し、後にその番組全体を録画するようＤＶ
Ｒに指示することができる。デバイスは、捜索されたコ
ンテンツに先行した（又は後に続く）コンテンツを識別
することもできる。したがって、興奮させるスポーツ試
合のちょうど終わりにチャネルを合わせたユーザは、そ
の後に続くコマーシャルの１つを取り込み、先行する番
組を識別し、後に見るためにその番組をダウンロードし
得る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、第１のユーザの周囲環境から音声又は画像データ
を取り込むステップであって、取り込まれたデータが第１のオーディオビジュアルコンテ
ンツに対応する、該ステップと、
　第１の情報を生成するよう、前記取り込まれたデータを処理するステップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、その後、前記第１の情報に少
なくとも部分的に基づいて別の第２の情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報に基づいてアクションを行なうステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記音声又は画像データが、レンダリングシステムによってレンダリングされるオーデ
ィオビジュアルコンテンツから取り込まれ、
　前記アクションが、番組を録画するようビデオレコーダに指示することを含み、
　前記ビデオレコーダが、前記レンダリングシステムとも前記ユーザ所持の携帯デバイス
とも異なる、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　それから前記音声又は画像データが取り込まれた前記オーディオビジュアルコンテンツ
とは異なる番組を録画するようビデオレコーダに指示することを含む、請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記第２の情報が、元の放送ラインナップにおいて前記第１のオーディオビジュアルコ
ンテンツに先行する１以上の番組を識別するデータを含み、
　前記第１のユーザからの入力であり、録画のために前記番組のうち１つを選択する該入
力を受け取ることを含む、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記番組の将来の放送を識別する情報を受け取ることと、前記将来の放送の１つを録画
するようビデオレコーダに指示することを更に含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記アクションが、第２のユーザに関連付けられたビデオレコーダに番組を録画するよ
うに指示することを含み、前記第２のユーザが前記第１のユーザと異なる、請求項１に記
載の方法。
【請求項７】
　前記第１のオーディオビジュアルコンテンツが、第１のチームが参加するスポーツイベ
ントを含み、
　前記第２の情報が、前記第１のチームを含む１以上の将来のスポーツイベントについて
の情報を含み、
　前記アクションが、該将来のスポーツイベントについての情報を前記ユーザ所持の携帯
デバイスの画面に提示することを含み、
　前記第１のチームのスポーツイベントに対応する音声又は画像データのサンプリングに
より、該第１のチームが参加する来たるべきスポーツイベントについての情報が表示され
る、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記アクションが、前記第１のオーディオビジュアルコンテンツに対応する画像を、電
子ディスプレイの壁紙として使用するためにダウンロードすることを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
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　プロセッサと、請求項１の方法を実施するように該プロセッサをプログラムする命令を
含むメモリと、を備える携帯デバイス。
【請求項１０】
　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、第１のユーザの環境から音声又は画像データを取
り込むステップであり、取り込まれたデータが第１のオーディオビジュアルコンテンツに
対応する、該ステップと、
　第１の情報を生成するよう前記取り込まれたデータを処理するステップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、前記送出に関連する別の第２
の情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報に基づいて前記ユーザに出力情報を提供するステップと、
を含み、
　前記第２の情報が、前記第１のオーディオビジュアルコンテンツの放送局による将来の
放送を識別するデータを含む、方法。
【請求項１１】
　前記将来の放送の１つを録画することに関する第１のユーザ入力を受け取るステップを
更に含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記将来の放送の１つを、前記第１のユーザと異なる第２のユーザの装置に録画するこ
とに関する前記第１のユーザ入力を受け取ることを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、ユーザの環境から音声又は画像データを取り込む
ステップであり、取り込まれたデータが第１のオーディオビジュアル放送コンテンツに対
応する、該ステップと、
　第１の情報を生成するよう前記取り込まれたデータを処理するステップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、前記送出に関連する別の第２
のデータを受け取るステップと、
　前記第２のデータに基づいて前記ユーザに出力情報を提供するステップと、
を含み、
　前記第２のデータが、前記第１のオーディオビジュアル放送コンテンツに先行した、又
は後に続く１以上の別のオーディオビジュアル放送番組を識別するデータを含む、方法。
【請求項１４】
　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、オーディオビジュアル番組に対応する環境中の音
声又は画像データを取り込むステップと、
　第１の情報を生成するよう、取り込まれたデータを処理するステップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、前記送出に関連する別の第２
の情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報を参照することにより、前記ユーザ所持の携帯デバイスで番組データを
得るステップと、
　前記携帯デバイスの小型プロジェクタ部を使用して表示面に前記番組を投影するステッ
プと、
を含む方法。
【請求項１５】
　得られた番組データが、それからデータが取り込まれた前記オーディオビジュアル番組
と異なる番組に対応する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記取り込まれた音声又は画像データが商業広告に対応し、前記得られた番組データが
他の番組を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　第１のユーザ所持の携帯デバイスを用いて、オーディオビジュアル番組に対応する音声
又は画像データを取り込むステップと、
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　取り込まれたデータ、又は該データから導出されたデータを参照することにより、情報
をデータ機構に送出するステップと、
　前記オーディオビジュアル番組に関連する情報を前記ユーザ所持の携帯デバイスで受け
取るステップと、
　上記に基づいて、前記オーディオビジュアル番組に関連する別の補助的なオーディオビ
ジュアルコンテンツが第２の携帯デバイスに送出されるように指示するステップと、
を含む方法。
【請求項１８】
　前記補助的なオーディオビジュアルコンテンツを前記第１の携帯デバイスから前記第２
の携帯デバイスまで転送するステップを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記補助的なオーディオビジュアルコンテンツがその配信元から前記第２の携帯デバイ
スまで前記第１の携帯デバイスを通過しないで送出されるように、前記第１の携帯デバイ
スから指示することを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　放送コマーシャルに対応する音声又は画像データを取り込むステップと、
　取り込まれたデータを参照することにより、前記コマーシャルと異なる放送番組を識別
するステップと、
を含む方法。
【請求項２１】
　前記取り込まれたデータから透かしデータを復号するステップと、
　復号された透かしデータの少なくとも一部をデータ機構に送出するステップと、
　放送ラインアップ中で前記放送コマーシャルに先行した１以上の放送番組に関する情報
を受け取るステップと、
を更に含む請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　受け取られた情報をユーザに、複数の異なる番組を表す３次元的運動の表示をシミュレ
ートするグラフィカルユーザインターフェースで提示するステップを含む、請求項２１に
記載の方法。
【請求項２３】
　前記１以上の放送番組から１つの番組を選択するユーザ入力を受け取るステップと、
　選択された番組のコピーが提供されるよう、ユーザが選択し得る複数の選択肢を提示す
るステップと、
を更に含む請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、レンダリングシステムによってレンダリングされた
音声又は画像データを取り込むステップと、
　レンダリングシステムを識別する機能をもつ第１の情報を生成するよう、取り込まれた
データを処理するステップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、前記送出に関連する別の第２
の情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報に基づいてアクションを行なうステップと、
を含む方法。
【請求項２５】
　前記レンダリングシステムが、対応するビデオレコーダ装置を含み、
　前記第２の情報が、前記ビデオレコーダ装置によって録画された１以上の映像の一覧を
含み、
　前記アクションが、前記ユーザ所持の第１の携帯デバイスの画面に表示されるユーザイ
ンターフェースで前記映像の一覧を提示することを含み、前記ユーザ所持の携帯デバイス
の前記ユーザインターフェースは、前記ユーザが前記映像の１つを選択して再生又は削除
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することを可能とし、
　前記ユーザ所持の携帯デバイスが、前記対応するビデオレコーダ装置のいくつかのオペ
レーションを制御するユーザインターフェースとして機能する、
請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ユーザ所持の携帯デバイスの前記ユーザインターフェースは、該ユーザ所持の携帯
デバイスの画面での再生のために前記ユーザが前記映像の１つを選択することを可能とす
る、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　現在入手できない情報を後に取得することを支援する方法であって、
　第１の時間に、ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、オーディオビジュアル番組から音
声又は画像データを取り込む動作と、
　取り込まれたデータ、又は該データに基づく他のデータを格納する動作と、
　後の第２の時間に、保存されたデータ又は該データに基づく他のデータの少なくとも一
部をデータ機構に送出する動作と、
　前記データの送出又はそれに基づく中間結果に少なくとも部分的に基づいて、遠隔の送
信元から、第１の時間には該遠隔の送信元から入手可能ではなかった情報を取得する動作
と、
　前記第２の情報に基づいてアクションを行なう動作と、
を含み、
　オーディオビジュアル番組から取り込まれたデータが、該データが取り込まれた時間に
は入手できなかった情報を後に取得することを可能とする、方法。
【請求項２８】
　前記オーディオビジュアル番組が、第１のチームが参加するスポーツイベントを含み、
　遠隔の送信元が電子番組ガイド一覧の送信元を含み、
　前記アクションが、前記第１のチームに関係する番組の１以上の電子番組ガイド一覧で
あって、前記音声又は画像データが取り込まれた時点では電子番組ガイド一覧の前記送信
元から入手可能ではなかった該電子番組ガイド一覧を表示することを含む、
請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記遠隔の送信元が、将来のＮ日にわたる番組一覧期間内に予定されている番組に関す
る電子番組ガイド（ＥＰＧ）データの送信元を含み、
　前記取得する動作が、前記音声又は画像データが取り込まれた前記第１の時間に前記Ｅ
ＰＧ番組一覧期間の範囲外であったＥＰＧ一覧を第２の時間に取得することを含む、
請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　リバース電子番組ガイドシステムであって、
　プロセッサ、メモリ、マイクロフォン、及び表示画面を含む携帯無線通信デバイスと、
　前記メモリ内に記憶されたソフトウェア命令と、
を備え、
　前記ソフトウェア命令は、
　　環境から音声をサンプリングしてサンプルデータを生成する動作と、
　　前記サンプルデータ又は該サンプルデータに関連するデータをデータ機構に送出する
動作と、
　　放送局によって配信される番組を識別する対応の電子番組ガイド（ＥＰＧ）データを
受け取る動作と、
　　前記デバイスの画面上のユーザインターフェースで複数の番組についてＥＰＧ一覧を
表示する動作と、
を実行するよう前記デバイスに指示し、
　表示されたＥＰＧ一覧が、前記サンプルデータに対応する番組の一覧を含み、
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　前記デバイスは、ユーザが、携帯デバイスを使用して放送局からの音声をサンプリング
することによって、該放送局の複数のＥＰＧ番組一覧を取得することを可能とする、
リバース電子番組ガイドシステム。
【請求項３１】
　前記ソフトウェア命令は、
　ユーザインターフェースの構成要素を介して、前記番組一覧のうちの１つに対する興味
を示すユーザ入力を受け取り、
　示された一覧に対応する番組を録画又は配信するよう命令を送出する、
よう前記プロセッサを更にプログラムする、
請求項３０に記載のリバース電子番組ガイドシステム。
【請求項３２】
　前記ソフトウェア命令は、異なるコンテンツ放送局から現在入手可能な複数の番組の一
覧を表示するよう前記デバイスに指示するよう前記プロセッサをプログラムする、請求項
３０に記載のリバース電子番組ガイドシステム。
【請求項３３】
　前記ソフトウェア命令は、異なる時間に１つのコンテンツ放送局から現在入手可能な複
数番組の一覧を表示するよう前記デバイスに指示するよう前記プロセッサをプログラムす
る、請求項３０に記載のリバース電子番組ガイドシステム。
【請求項３４】
　ユーザ所持の携帯デバイスのマイクロフォンを用いて、オーディオビジュアル番組から
音声を取り込むステップと、
　取り込まれた音声又は該音声に基づくデータの少なくとも一部をデータ機構に送出する
ステップと、
　前記送出に少なくとも部分的に基づいて、放送局によって配信される番組を一覧表示す
る電子番組ガイド（ＥＰＧ）のデータを受け取るステップと、
　複数の番組のＥＰＧ一覧を前記ユーザ所持の携帯デバイス上のユーザインターフェース
ディスプレイで表示するステップであり、表示されるＥＰＧ一覧が、前記取り込まれた音
声が対応する番組の一覧を含む、該ステップと、
を含み、
　番組から音声を取り込むことにより、前記番組を含む電子番組ガイドが表示される、方
法。
【請求項３５】
　前記番組一覧の１つを選択するユーザ入力を受け取るステップと、
　選択された一覧に対応する番組を録画又は配信する命令を送出するステップと、
を更に含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記表示するステップが、異なるコンテンツ放送局から現在入手可能な複数の番組の一
覧を表示することを含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　前記表示するステップが、１つのコンテンツアウトレットから異なる時間に入手可能な
複数の番組の一覧を表示することを含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３８】
　番組及び商業広告の放送番組表を時間順に並べた情報を含む電子番組ガイド（ＥＰＧ）
データを受け取るステップと、
　受け取られたＥＰＧデータのうちの少なくともある部分を表示画面上のカバーフローユ
ーザインターフェースで提示するステップと、
を含み、
　前記カバーフローインターフェースが、番組に対応する第１のペイン、及び商業広告に
対応する別の第２のペインを少なくとも含み、
　前記第１又は第２のペインの少なくとも一方は、カバーフローインターフェースを操作
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するユーザが前記番組に対応するペインと前記広告に対応するペインとを区別できるよう
にする非テキスト機能を備える、
方法。
【請求項３９】
　ユーザの周囲環境から音声を取り込み、その結果としてカバーフローインターフェース
を提示するステップを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　複数の商業広告に関するデータを含む情報を受け取るステップと、
　受け取られた情報のうちの少なくともある部分を表示画面上のユーザインターフェース
で提示するステップと、
を含み、
　前記インターフェースが、第１の商業広告に対応する第１の要素、及び別の第２の商業
広告に対応する別の第２の要素を少なくとも含み、
　前記第１及び第２の要素の少なくとも一方は、前記インターフェースを操作するユーザ
が視聴の報酬が提供されるコマーシャルと視聴の報酬が提供されないコマーシャルとを識
別できるようにする非テキスト機能を備える、
方法。
【請求項４１】
　ユーザの周囲環境から音声を取り込み、その結果として前記インターフェースを提示す
るステップを含む、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　電子番組ガイド（ＥＰＧ）データを受け取るステップであり、該ＥＰＧデータが一連の
番組セグメントを順番に並べた情報を含む、該ステップと、
　受け取られたＥＰＧデータのうちの少なくともある部分を表示画面上のカバーフローユ
ーザインターフェースで提示するステップであり、該カバーフローインターフェースが、
映像コンテンツの第１の番組セグメントに対応する第１のペイン、及び映像コンテンツの
第２の番組セグメントに対応する別の第２のペインを少なくとも含む、該ステップと、
　前記第１のペイン及び第２のペインのうち１つを操作して選択するユーザ入力を受け取
るステップと、
　選択されたペインに対応する番組セグメントから映像コンテンツの再生を開始するステ
ップと、
を含む方法。
【請求項４３】
　ユーザの周囲環境から音声を取り込み、その結果としてカバーフローユーザインターフ
ェースを提示するステップを含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、第１のユーザの環境から、第１のオーディオビジ
ュアル番組セグメントに対応する音声又は画像データを取り込むステップと、
　第１の情報を生成するよう、取り込まれたデータを処理するステップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、該送出に関連する別の第２の
情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報を使用することによって、第２のオーディオビジュアル番組コンテンツ
が受信デバイスに配信されること又は該受信デバイスによって録画されることの要求を送
出するステップと、
を含み、
　前記第２の番組コンテンツが、前記第１のオーディオビジュアル番組セグメントと異な
る少なくとも１つの第２の番組セグメントを含み、
　前記ユーザ所持のデバイスがメディア捜索器として機能し、該ユーザの周囲環境からコ
ンテンツをサンプリングし、それに基づいてコンテンツの配信を要求する、
方法。
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【請求項４５】
　前記第２のコンテンツが、元の番組予定表において前記第１の番組セグメントに先行し
た少なくとも１つの第２の番組セグメントを含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記第２のコンテンツが、前記第１の番組セグメント、及び１以上の別の番組セグメン
トを含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記第１のオーディオビジュアル番組セグメントが広告を含み、前記第２のオーディオ
ビジュアル番組セグメントが広告を含まない、請求項４４に記載の方法。
【請求項４８】
　前記受信デバイスが第２のユーザに関連付けられており、該第２のユーザが前記第１の
ユーザと異なる、請求項４４に記載の方法。
【請求項４９】
　前記第２の情報を参照することにより、複数の項目の番組コンテンツを表す複数の表示
を含むユーザインターフェースをデバイスの画面に表示するステップであり、該複数の表
示は、時間順に配列されている、該ステップと、
　配信又は録画が望まれる少なくとも１つの項目の番組コンテンツを示すユーザ入力を受
け入れるステップと、
を更に含む、
請求項４４に記載の方法。
【請求項５０】
　前記ユーザインターフェースがスクロール可能であり、それによって、異なる時間と関
連付けられた異なる番組項目を表す３Ｄ運動の表示をシミュレートする、請求項４９に記
載の方法。
【請求項５１】
　前記受信デバイスが前記ユーザ所持デバイスを含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項５２】
　前記受信デバイスが前記ユーザ所持デバイスと異なるデバイスを含む、請求項４４に記
載の方法。
【請求項５３】
　前記受信デバイスがビデオレコーダデバイスを含む、請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　前記第１の情報が、前記取り込まれたデータから復号された透かしペイロードデータを
含み、
　前記ペイロードデータが、前記第１の番組セグメントの配信元を示す第１の部分と、前
記第１の番組セグメントが配信された時間を示す第２の部分とを有する、
請求項４４に記載の方法。
【請求項５５】
　前記周囲環境から音声データを取り込むステップを含み、取り込まれたデータが第１の
オーディオビジュアル番組セグメントに対応する、請求項４４に記載の方法。
【請求項５６】
　前記携帯デバイスに含まれるプロジェクタを使用することによって、前記第２のコンテ
ンツの少なくとも一部を表示するステップを含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項５７】
　前記第２のコンテンツが前記受信デバイスに配信されることの要求を送出するステップ
を含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項５８】
　前記第２のコンテンツが前記受信デバイスで録画されることの要求を送出するステップ
を含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項５９】
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　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、ユーザの環境から第１のオーディオビジュアル番
組セグメントに対応する音声又は画像データを取り込むステップと、
　前記データに隠されたデジタル透かし情報を復号するよう取り込まれたデータを処理す
るステップであり、該デジタル透かし情報が、前記第１のオーディオビジュアル番組セグ
メントの配信元を示す第１の部分、及び前記第１の音声・映像番組セグメントが配信され
た時間を示す第２の部分を含む、該ステップと、
　前記デジタル透かし情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、前記送出に関連する
別の第２の情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報を使用することによって、前記第１の番組セグメントと異なる第２のコ
ンテンツが受信デバイスに配信されること又は該受信デバイスにより録画されることの要
求を送出するステップと、
を含み、
　前記ユーザ所持デバイスがメディア捜索器として機能し、前記ユーザの周囲環境からコ
ンテンツをサンプリングし、それに基づいてコンテンツの配信を要求する、方法。
【請求項６０】
　第１のユーザが、第１のエンティティと関連付けられている第１のオーディオビジュア
ル番組をサンプリングしたことを示す第１の情報を受け取る動作と、
　前記ユーザによる第１の番組のサンプリングに少なくとも部分的に基づいて、前記第１
のユーザが命令を発行したことを示す第２の情報を受け取り、それによってコンテンツが
録画又は転送されることになる動作であり、該録画又は転送は、前記第１の番組をサンプ
リングするために前記ユーザが使用したデバイスと異なるデバイスを使用する、該動作と
、
　ソフトウェア命令に従ってプログラムされたプロセッサを使用して、上記に関連するデ
ータを前記第１のエンティティに報告する動作と、
を含む方法。
【請求項６１】
　前記コンテンツが、前記第１のユーザと異なる第２のユーザに関連付けられたシステム
に録画又は転送される、請求項６０に記載の方法。
【請求項６２】
　前記コンテンツが前記第１の番組と異なる、請求項６０に記載の方法。
【請求項６３】
　マイクロフォン、アナログ－デジタルコンバータ、プロセッサ及びメモリを備える携帯
電話であって、
　前記アナログ－デジタルコンバータが前記マイクロフォンに結合され、該マイクロフォ
ンに与えられた音声に対応するデジタル音声データを生成し、
　該電話が通常、直前の時間中に前記マイクロフォンに与えられた音声に対応するデジタ
ル音声データを前記メモリでバッファリングするように動作し、
　該携帯電話に与えられた音声の解析が必要である場合、該解析は、解析用に音声の取込
みをそれから開始するのではなく、バッファリングされた音声データを使用することがで
きる、
携帯電話。
【請求項６４】
　該電話が通常、先行する時間の少なくとも１０秒間に対応するデジタル音声信号をバッ
ファリングするように動作する、請求項６３に記載の携帯電話。
【請求項６５】
　該電話が通常、先行する時間の少なくとも２０秒間に対応するデジタル音声信号をバッ
ファリングするように動作する、請求項６３に記載の携帯電話。
【請求項６６】
　ビデオレコーダを遠隔で予約設定する方法であって、
　マイクロフォンを備えたユーザ所持の携帯デバイスを用いて、環境中の音声を取り込む



(10) JP 2012-508486 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

動作と、
　前記音声の取込み前にステガノグラフィによるデジタル透かしとして該音声に付加され
ている複数ビットの補助情報を復号する動作と、
　復号された情報の少なくとも一部を用いてデータ機構に問い合わせる動作と、
　前記問い合わせの結果として、取り込まれた音声が対応するオーディオビジュアル番組
を識別する情報を受け取る動作と、
　前記携帯デバイスに付随するユーザインターフェースを用いて、前記オーディオビジュ
アル番組を識別する情報を、受け取られた情報に基づいてユーザに提示する動作と、
　（１）前記オーディオビジュアル番組の残りの録画を開始するようビデオレコーダに指
示する動作、及び／又は
　（２）ビデオレコーダがアクセスできるコンテンツ配信システムで将来のある時点に前
記オーディオビジュアル番組が入手可能になるように予定されているか否かを判定し、前
記ユーザインターフェースによって今後の入手可能性についての情報を提示し、該オーデ
ィオビジュアル番組を前記将来の時点で録画するように前記ビデオレコーダを予約設定す
る動作と、
を含む方法。
【請求項６７】
　前記ビデオレコーダがアクセスできるコンテンツ配信システムで、将来のある時点に前
記オーディオビジュアル番組が入手可能になるように予定されているか否かを判定し、前
記ユーザインターフェースによって今後の入手可能性についての情報を提示し、該オーデ
ィオビジュアル番組を前記将来の時点で録画するようにビデオレコーダを予約設定する動
作を含む、請求項６６に記載の方法。
【請求項６８】
　前記復号する動作が、前記携帯デバイス内のプロセッサを使用して復号することを含む
、請求項６６に記載の方法。
【請求項６９】
　前記取り込まれた環境中の音声に対応するデータを遠隔のサーバに送出する動作と、
　前記遠隔のサーバで複数ビットの補助情報を復号する動作と、
を含む、請求項６６に記載の方法。
【請求項７０】
　前記ユーザインターフェースを介して入力されたユーザコマンドを受け取る動作と、
　受け取られたユーザコマンドに従って前記将来の時点で前記オーディオビジュアル番組
を録画するように前記ビデオレコーダを予約設定する動作と、
を更に含む請求項６６に記載の方法。
【請求項７１】
　前記ユーザインターフェースを介して入力されたユーザコマンドを受け取る動作と、
　受け取られたユーザコマンドに従って前記オーディオビジュアル番組の残りの録画を開
始するよう前記ビデオレコーダに指示する動作と、
を更に含む、請求項６６に記載の方法。
【請求項７２】
　マイクロフォンを備えたユーザ所持の携帯デバイスを用いて、環境中の音声を取り込む
動作と、
　前記音声の取込みの前にステガノグラフィによるデジタル透かしとして該音声に付加さ
れている複数ビットの補助情報を復号する動作と、
　復号された情報の少なくとも一部を用いて第１のデータ機構に問い合わせを行なう動作
と、
　前記第１のデータ機構に問い合わせた結果として、取り込まれた音声が対応するコンテ
ンツと関連付けられたメタデータを識別する動作と、
　識別されたメタデータのある部分を用いて第２のデータ機構に問い合わせを行なう動作
と、
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　前記第２のデータ機構に問い合わせた結果として、取り込まれた環境中の音声と関連す
るオーディオビジュアル番組の入手可能性に関する情報を受け取る動作と、
　前記携帯デバイスに付随するユーザインターフェースを用いて、受け取られた情報の少
なくとも一部に基づいてユーザに情報を提示する動作と、
　前記オーディオビジュアル番組がユーザに入手可能になるように準備する動作と、
を含む方法。
【請求項７３】
　前記第１及び第２のデータベースが同じデータベースを構成する、請求項７２に記載の
方法。
【請求項７４】
　前記オーディオビジュアルコンテンツのプロモから前記環境中の音声を取り込むことを
含む、請求項７２に記載の方法。
【請求項７５】
　前記オーディオビジュアルコンテンツのレンダリングから前記環境中の音声を取り込む
ことを含む、請求項７２に記載の方法。
【請求項７６】
　デジタルビデオレコーダがアクセスできるコンテンツ配信システムで、将来のある時点
に前記オーディオビジュアル番組が入手可能になることを示す情報をユーザに提示する動
作を含み、
　前記準備する動作が、該番組を前記将来の時点に録画するように前記デジタルビデオレ
コーダを予約設定することを含む、
請求項７２に記載の方法。
【請求項７７】
　前記オーディオビジュアル番組が前記ユーザへの配信用に入手可能である、又は入手可
能になることを示す情報をユーザに提示する動作を含み、
　前記準備する動作が、該配信を要求することを含む、
請求項７２に記載の方法。
【請求項７８】
　前記オーディオビジュアル番組が前記ユーザへの配信用に物理的媒体で入手可能である
、又は入手可能になることを示す情報をユーザに提示する動作を含み、
　前記準備する動作が、該配信を要求することを含む、
請求項７２に記載の方法。
【請求項７９】
　マイクロフォンを備えたユーザ所持の携帯デバイスを用いて環境中の音声を取り込む動
作と、
　前記音声の取込み前にステガノグラフィによるデジタル透かしとして該音声に付加され
ている複数ビットの補助情報を復号する動作と、
　復号された情報の少なくとも一部を用いてデータ機構に問い合わせを行なう動作と、
　前記問い合わせの結果として、取り込まれた音声が対応するオーディオビジュアル番組
を識別する情報を受け取る動作と、
　前記携帯デバイスに付随するユーザインターフェースを用いて、受け取られた情報に基
づいて、前記オーディオビジュアル番組を識別する情報をユーザに提示する動作と、
　前記オーディオビジュアル番組の少なくとも一部分が入手可能であるか、又は入手可能
になる送信元を識別する動作と、
　前記デバイスの画面上のジェスチャーによって前記ユーザがめくることができる一連の
情報ペインとして、前記オーディオビジュアル番組の索引をユーザに提示する動作と、
を含む方法。
【請求項８０】
　前記一連の情報ペインを使用して番組中の所望の箇所までユーザが操作する動作と、
　前記所望の箇所を選択する動作と、
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　前記選択された箇所から開始する番組をユーザに配信する動作と、
請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
　テレビ、ラップトップコンピュータ、及びポケットサイズ通信デバイスを伴う方法であ
って、
　前記ポケットサイズ通信デバイスを用いて、テレビでレンダリングされている番組の一
部を取り込む動作と、
　対応する識別情報を導出するよう前記一部を処理する動作と、
　導出された識別情報を用いて、前記テレビでレンダリングされている番組と関連付けら
れた番組識別情報を識別するために、データベースに問い合わせを行なう動作と、
　識別された番組識別情報を参照することにより、前記ラップトップコンピュータ上に、
前記テレビでレンダリングされている番組に関連する情報の表示を与える動作と、
を含み、
　前記通信デバイスがテレビ番組を識別するよう支援し、前記ラップトップコンピュータ
と協働して前記番組に関連する情報を表示する、方法。
【請求項８２】
　前記通信デバイスで番組識別情報を受け取る動作と、
　前記番組識別情報を前記通信デバイスから前記ラップトップコンピュータまで転送する
動作と、
　情報に対する要求であって前記番組識別情報を含む要求を、前記ラップトップコンピュ
ータから送出する動作と、
　送出された要求の結果として、前記ラップトップコンピュータで情報を受け取り、該情
報に基づいて前記表示を与える動作と、
を含む、請求項８１に記載の方法。
【請求項８３】
　テレビ、第１のポケットサイズ通信デバイス、及び第２のポケットサイズ通信デバイス
を伴う方法であって、
　前記第１のポケットサイズ通信デバイスを用いて、前記テレビでレンダリングされてい
る番組の一部を取り込む動作と、
　対応する識別情報を導出するよう該一部を処理する動作と、
　導出された識別情報を用いてデータベースに問い合わせを行ない、前記テレビでレンダ
リングされている番組と関連付けられた番組識別情報を識別する動作と、
　識別された番組識別情報を参照することにより、前記第１のデバイス上に、前記テレビ
でレンダリングされている番組に関連する情報の第１の表示を与える動作と、
　前記第２のポケットサイズ通信デバイスを用いて、前記テレビでレンダリングされてい
る同じ番組の一部を取り込む動作と、
　対応する識別情報を導出するよう、該一部を処理する動作と、
　導出された識別情報を用いてデータベースに問い合わせを行ない、前記テレビでレンダ
リングされている番組と関連付けられた番組識別情報を識別する動作と、
　識別された番組識別情報を参照することにより、前記第２のデバイス上に、前記テレビ
でレンダリングされている番組に関連する情報の別の第２の表示を与える動作と、
を含み、
　前記第１及び第２のデバイスのユーザに、前記テレビでレンダリングされている番組に
関連する別々の情報が提示される、方法。
【請求項８４】
　それぞれが画面を含むテレビシステム及び第１のポケットサイズ通信デバイスを伴う方
法であって、
　前記第１のポケットサイズ通信デバイスを用いて、前記テレビシステムから音声又は映
像データを取り込む動作と、
　取り込まれたデータを参照することにより、識別情報を決定する動作と、
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　該識別情報を参照することにより、前記テレビシステムの画面以外の画面でユーザに、
その特定のテレビシステムのオペレーションに関係がある情報を提示する動作と、
を含む方法。
【請求項８５】
　前記識別情報が、前記テレビシステムに関連付けられており、該テレビシステムを識別
する機能を有する、請求項８４に記載の方法。
【請求項８６】
　提示される情報が、コンテンツ配信システムから前記テレビシステムに配信される番組
の番組ガイド情報を含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項８７】
　提示される情報が、前記テレビシステムのデジタルビデオレコーダ部分のオペレーショ
ンに関連する、請求項８５に記載の方法。
【請求項８８】
　前記情報を前記ユーザに、ラップトップコンピュータの画面で提示する動作を含む、請
求項８５に記載の方法。
【請求項８９】
　前記情報をユーザに、前記第１のポケットサイズ通信デバイスの画面で提示する動作を
含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項９０】
　オーディオビジュアルコンテンツと連携する方法であって、
　ポケットサイズ通信デバイスを用いて、テレビでレンダリングされている第１の番組項
目の一部を取り込む動作と、
　対応する識別情報を導出するよう、該一部を処理する動作と、
　前記第１の番組項目を識別するために、導出された識別情報を用いてデータベースに問
い合わせを行なう動作と、
　前記第１の番組項目に先行した、又は後に続く少なくとも１つの別の第２の番組項目を
前記データベースから更に識別する動作と、
　前記データベースから識別された情報のうちの少なくとも一部をユーザに提示する動作
と、
を含む方法。
【請求項９１】
　前記提示する動作が、前記番組項目の１つである少なくとも題名をポケットサイズ通信
デバイスの画面に提示することを含む、請求項９０に記載の方法。
【請求項９２】
　前記処理する動作が、音声の一部を処理して、該音声の取込み前にステガノグラフィに
よるデジタル透かしとして該音声に付加されている複数ビットの補助データを復号するこ
とを含む、請求項９０に記載の方法。
【請求項９３】
　前記処理する動作が、取り込まれた音声の一部からフィンガプリントデータを導出する
ことを含む、請求項９０に記載の方法。
【請求項９４】
　前記提示する動作が、前記ユーザに複数の番組項目及びそれらの相対的順番のグラフィ
ック表示を提示することを含む、請求項９０に記載の方法。
【請求項９５】
　前記グラフィック表示が、番組項目及びそれらのシーケンスのカバーフロー状の提示を
含む、請求項９４に記載の方法。
【請求項９６】
　前記更に識別する動作が、前記第１の番組項目に先行した少なくとも１つの別の番組項
目を識別することを含む、請求項９０に記載の方法。
【請求項９７】
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　前記更に識別する挙動が、前記第１の番組項目に続く少なくとも１つの別の番組項目を
識別することを含む、請求項９０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願データ】
【０００１】
　米国において、本出願は、２００８年１１月７日出願の仮出願第６１／１１２，５７３
号の優先権を主張する２００８年１１月１４日出願の出願第１２／２７１，７７２号の一
部継続出願である。
【背景及び技術概要】
【０００２】
　デジタルビデオレコーダは、（公序良俗違反につき、不掲載）によって生産されている
もののように、消費者が所望の番組を所望の時間に見ることを可能にするので、普及して
いる。このようなデバイスの番組インターフェースは、現在ではウェブ及び携帯電話にも
拡張されており、それによってユーザは、遠隔から番組を録画設定することができる。し
かし、このような構成は依然として、その機能性及び利便性においてある程度の制約があ
る。
【０００３】
　（公序良俗違反につき、不掲載）に加えて非常に多様な他の技術が、利用可能となって
おり、消費者の選択する時間及び場所で消費者が娯楽コンテンツを楽しむことに寄与して
いる（例えば、アップル（Ａｐｐｌｅ）のｉＰｈｏｎｅ、ストリーミングビデオなど）。
しかし、これらの技術にも、様々な制約もある。
【０００４】
　本技術は、これら既存の技術のいくつかの欠点を取り除き、これまで企図されていなか
った新規の特徴を実現しようとするものである。
【０００５】
　出張旅行中にひいきのスポーツチームが試合をしていることを知り、その試合を家の（
公序良俗違反につき、不掲載）に録画したいという出張旅行者を考えてみる。既存のウェ
ブ及び携帯電話をベースとする番組インターフェースでは、ユーザが（公序良俗違反につ
き、不掲載）番組ガイド内の番組を題名で（又は、俳優／ディレクタ、キーワード、又は
カテゴリで）検索し、録画するようＤＶＲに指示することが可能である。
【０００６】
　しかし、場合によっては、ユーザは、番組が始まってようやく番組のことを知ることが
ある。この状況では、ユーザは、自分の携帯電話で急いで番組の検索を実行して、録画を
開始するよう家庭用ＤＶＲに指示するよう試みる。しかし、ユーザは、この手順がはなは
だしく時間がかかり、また急なキーボードデータ入力が面倒であることも誤りを犯しやす
いことを見出し得る。
【０００７】
　場合によっては、ユーザは、番組の正しい題名を知らず、或いは（公序良俗違反につき
、不掲載）の電子番組ガイドで番組に見出しを付けている正しい言葉を推測しない。別の
状況では、ユーザは別の活動にかかわっており、集中力を必要とする検索／設定のタスク
に専念することができない。
【０００８】
　最善の場合でもＤＶＲ録画の開始が遅れ、最悪の場合には録画が行われない。
【０００９】
　次に、別の事例を検討する。この例は、興味のあるテレビドキュメンタリー（パナマ運
河に関するもの）に旅行者が気付いたのは娘と携帯電話で話をしているとき、というもの
である。電話での会話を終わりにした後で、旅行者は、そのドキュメンタリーが終わって
いるのを知って落胆する。即ち、当該旅行者は、そのドキュメンタリーの名前を聞き取れ
なかった。
【００１０】
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　更に別の事例を検討する。旅行者は、フットボールの試合の最後の数秒の、決勝タッチ
ダウン直後に空港ラウンジに入る。旅行者は、試合の結末、又は少なくとも試合終了後の
ハイライト版を見ることができたらと願うが、彼のフライトは搭乗が始まる。再度、旅行
者は何もすることができずに出発する。
【００１１】
　上記及びその他のシナリオは、本明細書で詳述される技術の実施形態によって対処する
ものである。
【００１２】
　文字ベースの検索を用いてプログラムを識別する代わりに、本技術のいくつかの実施形
態では、番組をその音声及び映像コンテンツによって識別する。つまり、携帯電話又は他
のそのようなデバイスがメディア「捜索器（ｆｏｒａｇｅｒ）」として働く、即ち、その
マイクロフォン又はカメラを用いてユーザの環境内のメディアコンテンツの一部を取り込
み、次に、この取り込まれたデータを用いてコンテンツを自動的に識別する。識別すると
、多数のオペレーションを実行することができる。
【００１３】
　本技術の種々の実施形態の上記又はその他の特徴及び利点は、添付の図面を参照して進
める以下の詳細な説明からより容易に明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本技術の一実施形態の図である。
【図１Ａ】一実施形態のより詳細な図である。
【図２】請求項１のシステムと共に使用することができる例示的方法を詳述する流れ図で
ある。
【図３】図１の実施形態に使用されるデータベースの一部分の概念図である。
【図４】所望の番組がいつ録画可能になるかを明らかにするための検索結果の概念図であ
る。
【図５】本技術の種々の実施形態により使用できる１つの例示的ユーザインターフェース
の図である。
【図６】図５の構成と共に使用できる例示的方法を詳述する流れ図である。
【図７】「カバーフロー」ユーザインターフェースの態様を示す図である。
【図８】「カバーフロー」ユーザインターフェースの態様を示す図である。
【図９】本技術を使用する別の例示的方法を詳述する流れ図である。
【図１０】本技術を使用する別の例示的方法を詳述する流れ図である。
【図１１】本技術の別の実施形態の図である。
【図１２】図１１のシステムと共に使用できる例示的方法を詳述する流れ図である。
【概要】
【００１５】
　興味のあるテレビ番組の一部を空港ラウンジで見る旅行者の例を検討する。本技術の一
態様によれば、この旅行者は、自分の携帯電話で「メディア捜索器」モードを起動し、こ
のモードにより電話のカメラ又はマイクロフォンが、テレビからの画像又は音声の一部を
サンプリングする。サンプリング部分から、電話又は遠隔システムは、識別情報を導出す
る（例えば、デジタル透かしを復号し、又はフィンガプリントを計算する）。次に、導出
された識別情報を使用して、テレビ番組の個別情報を知るためにデータベースに問い合わ
せる。
【００１６】
　番組がデータベースによって特定されると、携帯電話は、その番組の残りの録画をすぐ
に開始するよう、（例えば、旅行者の家にある）デジタルビデオレコーダに指示すること
ができる。
【００１７】
　或いは、又はこれに加えて、識別された番組が将来のいつ録画可能になるかを、例えば
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電子番組ガイド（ＥＰＧ）でサーチすることができる。この場合には、その将来の日付／
時間にその番組の全部を録画するようＤＶＲに指示することができる。
【００１８】
　更に別の構成では、サンプリングされた番組の個別情報の知識と共に、携帯電話を使用
して、後に完全な番組の配信を注文すること（例えば、ビデオオンデマンドによって）、
又は番組のディスクコピーの配達を要求すること（例えば、（公序良俗違反につき、不掲
載）などのサービスによって）ができる。
【００１９】
　番組を識別することに加えて、データベースは、サンプリング部分の前後の番組に関す
る情報を有し得る。この付加情報は、更に別の機能を可能にする。
【００２０】
　あるドキュメンタリーの最後の瞬間を見た後に、手遅れであるがそのドキュメンタリー
を録画しておけばよかったと思っている旅行者の例を検討する。この場合に、旅行者は、
メディア捜索器モードを起動し、テレビからの環境中の音声の一部を取り込む。ドキュメ
ンタリーが終わってからは、音声は現在、（公序良俗違反につき、不掲載）の商業広告か
らのものである。
【００２１】
　この音声の一部が処理されて、符号化デジタル透かしが抽出される。この透かしは、そ
の音声が２００８年１１月６日午後９時５９分０４秒に（公序良俗違反につき、不掲載）
テレビ放送からサンプリングされたことを示す。この情報を使用してデータベースに問い
合わせが行なわれ、当該データベースは、サンプリング部分の前後の時間に（公序良俗違
反につき、不掲載）テレビから送信された番組の予定表を提供する。旅行者は、自分の携
帯電話の画面から、（公序良俗違反につき、不掲載）のコマーシャルの前に（またそれに
先行する（公序良俗違反につき、不掲載）ビールの商業広告の前に）、「Ｈｏｗ　Ｄｏ　
Ｔｈｅｙ　Ｄｏ　Ｉｔ？　Ｎａｖｉｇａｔｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｐａｎａｍａ　Ｃａｎａｌ」
という題名のドキュメンタリーが放送されたことが分かる。携帯電話を更に数回操作する
ことによって、旅行者は、同じ番組が自宅のホームケーブルシステムの旅行チャネルで午
前３時に放送されることを知り、録画をするよう自宅のホームＤＶＲに指示する。
【００２２】
　いくつかの構成では、番組が携帯電話に直接配信される。フットボールの試合の結末の
数秒だけを空港ラウンジで見た旅行者を検討する。活気がある試合後の解説の一部を聞い
た後で、旅行者は、飛行中に自分のｉＰｈｏｎｅで試合の第４クオータからプレーを見た
いと決心する。
【００２３】
　前記のように、旅行者はその電話を使用して、現在（公序良俗違反につき、不掲載）の
商業広告を放送しているテレビから音声を取り込む。少しの処理の後で、ｉＰｈｏｎｅは
、（公序良俗違反につき、不掲載）コマーシャルの前後の番組予定表を取得し、それをア
ップルの「カバーフロー」ユーザインターフェース（例えば、アップルの特許出願公開第
２００８００６２１４１号、第２００８００６６０１６号、第２００８０１２２７９６号
、及び第２００９０００２３３５号に記載）に提示する。タッチスクリーンを用いて、旅
行者は、フットボールの試合の様々なセグメント及び広告を表示するキーフレームを後方
及び前方にスクロールする。旅行者は、興味のある４つのセグメントを強調表示し、それ
らを自分のアカウントがあるＮＦＬポータルからダウンロードする。（旅行者はまた、気
に入っている電子取引コマーシャル「ｔｈｅ　ｂａｂｙ　ｔｒａｄｉｎｇ　ｓｔｏｃｋ」
にも注目し、それもダウンロードする。）。飛行機がその巡航高度に達した後、旅行者及
び隣り合わせた人は、ダウンロードした映像を前の座席のシートバックで、小型マイクロ
プロジェクタを使用して見る。（この構成は、モバイル仮想ＤＶＲとしての携帯電話の使
い方とみなすことができる。）
【００２４】
　本技術の別の態様では、携帯電話及びラップトップコンピュータなど１以上の補助画面
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を通して、ユーザがそのホームテレビシステムと対話することが可能になる。
【００２５】
　１つの例示的構成では、（公序良俗違反につき、不掲載）がワールドシリーズの試合で
プレーしているのを数人のルームメートがテレビで見ている。ルームメートの２人が自分
たちの携帯電話で、「第２画面」モードを作動させる。このプロセスは、電話を用いて環
境中の音声のサンプリングを開始する。放送された音声の中には、デジタル透かしが隠さ
れており、当該デジタル透かしは、放送局ＩＤ及びタイムスタンプデータを搬送しており
、それによって、見ている番組の識別を可能とする。この識別に応じて、各携帯電話ユー
ザには、その番組に関連した「第２画面」選択のメニューが提示される。１人は、打席の
選手の詳細な統計データを見ることにする。別の１人は、（公序良俗違反につき、不掲載
）の監督の（公序良俗違反につき、不掲載）に焦点を当てたカメラによるストリーミング
ＭＬＢビデオを見ることにする。
【００２６】
　別のルームメートは、第２画面を体験するには画面が小さすぎる携帯電話を持っている
。しかし、このルームメートは、臨時の転用のためのラップトップコンピュータを持って
きている。このルームメートは、自分の電話の「追加画面」モードを作動させる。このモ
ードでは、説明したばかりの「第２画面」モードに似ているが、その電話から別のデバイ
ス（例えば、ラップトップコンピュータ）にデータを、例えばブルートゥースによって伝
送する。このデータにより、ラップトップコンピュータが第２画面としての役割を果たす
ことが可能になる。ラップトップコンピュータで、この３人目のルームメートは、現在シ
アトル地域に住んでいる元フィラデルフィア住人の（公序良俗違反につき、不掲載）グル
ープに加わることを選択し、オンラインで試合についてチャットする。
【００２７】
　論じたばかりの各構成では、携帯電話は、テレビ出力をサンプリングして、テレビ番組
を識別する。別の構成では、テレビシステム自体を識別するために類似の原理が適用され
る。即ち、テレビ（又は衛星放送受信器若しくはＤＶＲなどの付随機器）は、番組の音声
（又は映像）を微妙に変調して（公序良俗違反につき、不掲載）アカウント名などの識別
情報を符号化する。携帯電話は、この識別情報を判別し、監視されている特定のシステム
についての知識を用いて、そのオペレーションの種々の部分を制御する。例えば、携帯電
話は第２画面として機能することができ、この画面でユーザは、既存の録画したものをス
クロールし、もはや興味のない番組を削除し、その日にどんな録画が予定されているかを
確かめ、電子番組ガイドの地方のコピーを見ることなどができる。これにより、例えば、
一方の配偶者が全画面テレビを見ると同時に、他方が、録画された番組の一覧にざっと目
を通し、他のオペレーションを実行することが可能になる。
【００２８】
　上記の諸例は、本技術を用いて実現可能な多くの実施形態のうちの一部の概要として提
示したものである。明らかになるように、これは、実現可能であり企図されている諸実施
形態のより大きな集合のうちの一例に過ぎない。
【詳細な説明】
【００２９】
　図１を参照すると、本技術の第１の態様では、テレビ１０１、携帯電話デバイス１０２
、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）１０３、及び１以上のデータベース１０４ａ、１０
４ｂを採用している。
【００３０】
　簡単に言えば、ユーザが携帯電話を操作して、テレビからの環境中のコンテンツ（例え
ば、音声）を取り込む。ステガノグラフィによるデジタル透かしとして音声の中に以前に
符号化されている複数ビットの補助情報が復号され、データベースに問い合わせるために
使用される。これに応じて、取り込まれた音声に対応するテレビ番組を識別する情報が携
帯電話に返され、ユーザに提示される。
【００３１】
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　次に、ユーザは、携帯電話を操作して、識別された番組の残りの部分の録画を開始する
ようＤＶＲ１０３に指示することができる。しかし、これでは部分的に録画したものしか
得られない。完全に録画したものを得るために、電子番組ガイドデータベースがサーチさ
れて、識別された番組が将来放送される予定があるか否かが確認される。将来放送される
予定がある場合には、その将来の時間に完全な番組を録画するようにＤＶＲを予約設定す
ることができる。
【００３２】
　この具体的な方法を図２の流れ図に示す。
【００３３】
　携帯電話１０２は、任意の形式又は種類のものあり得るものであり、また従来のコンポ
ーネント（構成要素）を含む。これらの中には、ディスプレイ、無線送受信器、及びユー
ザインターフェースがある。デバイスはマイクロプロセッサによって制御され、このマイ
クロプロセッサは、オペレーティングシステムプログラムを実行し、オプションとしてア
プリケーションプログラムを実行し、メモリからの読取りを行なう。デバイスはまた、環
境から入力を取り込むための１以上のセンサも含む（「捜索」）。
【００３４】
　本開示で用いられるように、携帯電話という用語は、アップル　ｉＰｈｏｎｅ、及び（
公序良俗違反につき、不掲載）（（公序良俗違反につき、不掲載））標準化アンドロイド
（例えば、Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ　Ｇ１）などの携帯電話デバイスだけでなく、携帯情報端末
（ＰＤＡ）及び携帯音楽プレーヤ（ｉＰｏｄ）なども含む、あらゆる多機能携帯デバイス
を簡潔に表現するものである。
【００３５】
　デバイス上のセンサは、音を取り込むマイクロフォンを含み得る。或いは、又はこれに
加えて、センサは、デバイスがイメージ及び／又は映像を取り込むことを可能にする２Ｄ
光センサ及びレンズ構成を含み得る。
【００３６】
　従来、このようなデバイス上のユーザインターフェースは、複数のボタンを含んでいた
。しかし、「タッチ」インターフェースがより一般的になっている。アップルがそのｉＰ
ｈｏｎｅ及びｉＰｏｄ製品に導入したｉＴｏｕｃｈインターフェースは、例えば、特許出
願公開第２００８０１７４５７０号及び第２００８０１２２７９６号に開示されている。
【００３７】
　上記のように、図１で概略的に示した特定の一実施形態では、携帯電話１０２は、テレ
ビ１０１のスピーカからの環境中の音声出力を取り込む。この音声には、その無線送信の
前に地方放送局（例えば、（公序良俗違反につき、不掲載）テレビ）によって挿入された
デジタル透かし信号が載っている。（透かしは、以下に詳述する他の多くの事業体によっ
て挿入され得る。）
【００３８】
　例示的な構成では、透かしは、２つの項目の情報、すなわちソースＩＤ及びタイムスタ
ンプを繰り返し搬送する。ソースＩＤは、コンテンツの送信元として（公序良俗違反につ
き、不掲載）テレビを一意に識別するビットストリングである。タイムスタンプは、放送
の日付及び時間を示すインクリメントクロックである。（より具体的には、ソースＩＤは
２つの部分を有する。第１の部分では一般に、コンテンツを配信したネットワーク、例え
ば（公序良俗違反につき、不掲載）、（公序良俗違反につき、不掲載）を識別し、第２の
部分では地方ネット局、例えば（公序良俗違反につき、不掲載）テレビ、Ｗｅｓｔ　Ｐｏ
ｒｔｌａｎｄの（公序良俗違反につき、不掲載）ケーブルなどを識別する。タイムクロッ
クは、数秒間隔でインクリメントする。）
【００３９】
　テレビ音声に透かしを挿入するエンコーダは、テレビ視聴の追跡を補助するために（公
序良俗違反につき、不掲載）（（公序良俗違反につき、不掲載））によって使用されてい
る既存のネットワークの一部である。（公序良俗違反につき、不掲載）は、地理上の市場
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及び全国ネットワークそれぞれのチャネルごとの番組予定表を日付及び時間によって列挙
するデータベースを維持している。このデータベースは、（公序良俗違反につき、不掲載
）社及び／又は（公序良俗違反につき、不掲載）（（公序良俗違反につき、不掲載））な
どのベンダーによって編集された番組ガイド情報より供給される。透かしから番組を識別
するために、透かしＩＤ／タイムスタンプがデータベースへのクエリーとして入力され、
データベースは、その時間にそのテレビ送信元で放送されていた番組を識別する出力デー
タを返す。
【００４０】
　このデータベースの一部の概念図を図３に示す。図から分かるように、レコードには、
ソースコード及びタイムコードによる索引が付けられている。各レコードは、タイムコー
ドによって示された時点にコンテンツ送信元から配信されていたテレビコンテンツを識別
する。
【００４１】
　番組の識別は様々な形態をとり得る。１つはテキストであり、番組の題名（例えば、Ｔ
ｈｅ　（公序良俗違反につき、不掲載））を含み、オプションとしてエピソード番号、エ
ピソード題名、エピソード粗筋、ジャンル、俳優など他の記述情報を伴う。この情報を表
す場合にＸＭＬフォーマットを使用することができ、その結果、様々な項目の情報が、こ
のデータを処理するコンピュータによって容易に解析できるようになる。例示的なＸＭＬ
記述子は、例えば、
＜ＰｒｏｇｒａｍＮａｍｅ＞Ｔｈｅ　（公序良俗違反につき、不掲載）＜／Ｐｒｏｇｒａ
ｍＮａｍｅ＞
＜ＥｐｉｓｏｄｅＮｕｍｂｅｒ＞４２＜／ＥｐｉｓｏｄｅＮｕｍｂｅｒ＞
＜ＥｐｉｓｏｄｅＴｉｔｌｅ＞Ｄｅｎｉａｌ，Ａｎｇｅｒ，Ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ＜／Ｅ
ｐｉｓｏｄｅＴｉｔｌｅ＞
を含むことができる。
【００４２】
　テレビコンテンツを識別する別の方法は、数字識別情報によるものである。このような
識別情報の１つは、国際標準視聴覚番号（ＩＳＡＮ）であり、これはＩＳＯ標準ＩＳＯ１
５７０６である。視聴覚コンテンツのある項目に対する例示的なＩＳＡＮ識別情報は、
　ＩＳＡＮ　００００－３ＢＡＢ－９３５２－００００－Ｇ－００００－００００－Ｑ
になる。
【００４３】
　（商業広告及び他の種々雑多な視聴覚コンテンツは、従来の「番組」と同じ方法で識別
することができる。本開示で、「番組」という用語はコマーシャルなどを含むものである
。）
【００４４】
　（公序良俗違反につき、不掲載）が全米テレビシステムにわたって透かしエンコーダの
ネットワークを展開しているので、その透かし符号化の形式は、本技術用として当然選択
されるものである。（公序良俗違反につき、不掲載）の透かしは、その特許第７，００６
，５５５号及び第６，９６８，５６４号の教示に従うと理解される。（公序良俗違反につ
き、不掲載）の透かしを埋め込む機器及び復号する機器は、Ｎｏｒｐａｋ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｗｅｇｅｎｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能である。
【００４５】
　別の実施形態では、別の透かし技術を使用することができる。例えば、アービトロン（
（公序良俗違反につき、不掲載））は、その視聴者調査技術に関して、その特許第５，４
５０，４９０号、第５，７６４，７６３号、第６，８７１，１８０号、第６，８６２，３
５５号及び第６，８４５，３６０号による教示を用いると理解される。
【００４６】
　携帯電話でテレビから音声を取り込んだ後、符号化音声透かしは、携帯電話内でソフト
ウェアによって復号することができる。（このソフトウェアは、（公序良俗違反につき、
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不掲載）形式の透かしをその前述の特許に従って復号するように構成されている。）。携
帯電話は、音声の固定長サンプル（例えば、１２秒）を処理することができ、或いはデコ
ーダは、復号された透かしに関連付けられた信頼性評価値が閾値（例えば、９９．９％）
を超えるまで、到来する音声を処理することができる。或いは、携帯電話は、取り込んだ
音声を透かし復号のために遠隔のサーバに送出することもできる。
【００４７】
　ハイブリッド構成では、復号タスクが分散される。携帯電話は、１以上の前処理オペレ
ーションを実行し、前処理されたデータを最終透かし復号のために遠隔のサーバに送出す
る。
【００４８】
　前処理は、スペクトルフィルタリングを含み得る。このフィルタリングは、透かしが検
出されると推測される帯域のみに音声スペクトルを制限する。前処理の別の形態は、サー
バをベースとする検出器が最適化されているサンプルレートで音声をサンプリングするこ
とである。前処理の更に別の形態は、信号の短期時間平均をその瞬時値から減ずること、
又は周波数領域における対応の処理である。これは、メディアンフィルタリングと呼ばれ
ることがある。（例えば、本譲受人の特許第６，７２４，９１４号、第６，６３１，１９
８号、及び第６，４８３，９２７号を参照。）。前処理の更に別の形態は、フーリエ領域
フィルタリングである。他の処理には、音声を時間領域又は周波数領域で圧縮することが
含まれる。このような処理についての補足的情報については、２００８年５月２２日出願
のＳｈａｒｍａらの係属中出願第１２／１２５，８４０号を参照されたい。他の利益に加
えて、このような前処理では、別の方法では個人が特定可能になり得る他の環境中の音声
を匿名にすることもできる。
【００４９】
　携帯電話は、前処理されたデータを遠隔のサーバに、それが利用可能になったときに流
すことができ、或いは、前処理されたデータをファイルフォーマット（例えば、ａ＊．Ｗ
ＡＶファイル）にパッケージ化し、フォーマットされたデータを送信することができる。
【００５０】
　（（公序良俗違反につき、不掲載）透かしが使用される場合、符号化ソースＩＤは、サ
ンプリングされた部分全体にわたって不変である。タイムスタンプ情報は、サンプリング
された部分を通してほとんど不変である傾向がある（例えば、通常は秒又は分のみが異な
る）。透かしに含まれる同期情報もまた繰り返す。このような冗長性を有する要素により
、サンプリングされた音声のいくつかの連続するブロックからのデータを結合することが
でき、それによって、不変の透かし情報をホスト音声から復号するのが比較的容易となる
。関連する技術は、引用したばかりの出願第１２／１２５，８４０号に詳述されている。
）
【００５１】
　音声透かしが復号されると、この透かしが、データベース１０４ａ中の対応するレコー
ドを検索するために使用されて、そのソースＩＤ／タイムスタンプデータに対応するテレ
ビ番組が決定される。サンプリングされた番組を識別するデータベースからの情報が携帯
電話１０２に送出され、ユーザに対して携帯電話画面で提示される（例えば、題名、エピ
ソード番号、及びネットワーク送信元によって）。その場合、ユーザは、携帯電話の画面
上にメニュー形式で提示され得るいくつかの選択肢を有する。
【００５２】
　１つの選択肢は、それ以上何もしないことである。ユーザは、テレビにより表示されて
いる番組の個別情報を知るが、ただそれのみがユーザの望む全てということがある。識別
情報がテキストメッセージ又は電子メールによって携帯電話に中継された場合に、ユーザ
は、将来の参照用にそのメッセージをアーカイブ（保管）することができる。
【００５３】
　別の選択肢は、番組の残りを記録するようＤＶＲに指示することである。ユーザは番組
の正確な名前を知っているので、既存の（公序良俗違反につき、不掲載）携帯電話又はウ
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ェブインターフェースを使用して、録画を開始するよう自分のＤＶＲに指示することがで
きる。データベースから提示された情報は、（公序良俗違反につき、不掲載）サーチ画面
にコピー／ペーストされ、その処理を容易にすることができる。
【００５４】
　しかし、タスクを自動化することが好ましい。携帯電話のソフトウェアは、番組の残り
部分の録画を開始するようユーザの（公序良俗違反につき、不掲載）　ＤＶＲに迅速に指
示するために、（公序良俗違反につき、不掲載）のウェブアプリケーションプログラミン
グインターフェース（ＡＰＩ）を使用して、受け取った題名（及び任意選択でネットワー
ク）の情報を（公序良俗違反につき、不掲載）サーバまでユーザの（公序良俗違反につき
、不掲載）アカウント情報と共に搬送することができる。
【００５５】
　前述のように、番組の残りの部分を録画するだけではユーザに満足を与えないことがあ
る。ユーザの命令（携帯電話のユーザインターフェースによって入力）で、又は自動的に
、同じ番組の再放送のサーチを同じネットワークであろうと別のネットワークであろうと
始めることができる。
【００５６】
　１つの実施態様では、番組題名及び他の記述情報（例えば、エピソード番号、最初の放
送日など）を将来の予約設定のデータベース１０４ｂに送出する。（（公序良俗違反につ
き、不掲載）は、そのウェブサイトで、このようなデータベースの１つを一般人が利用で
きるようにしている。）。携帯電話のソフトウェアは、データベースから受け取ったサー
チ結果を解析し、解析されたサーチ結果をユーザに対してメニュー形式で携帯電話画面に
提示し、それによってユーザは、番組が再放送される場合に、おそらくいくつか異なるイ
ンスタンスの中から選択することができる。ユーザの（公序良俗違反につき、不掲載）　
ＤＶＲには、上述のように、番組をその将来の日付／時間で録画するように指示すること
ができる。（メニューはまた、その番組の近々公開の新しいエピソードが録画されるよう
に、シーズンパスの選択肢を提示することもある。）
【００５７】
　別の実施態様では、別個のデータベース１０４ｂは使用されない。その代わりに、デー
タベース１０４ａが番組識別情報（透かし符号化ソースＩＤ／タイムスタンプデータを使
用）に関して問い合わせされた場合、データベース１０４ａはまた、同じ番組の将来のイ
ンスタンスに関するそのレコードもサーチする。このような情報は、番組識別情報と共に
携帯電話に返すことができる。したがって、ユーザは、番組の再放送が予定されているか
否かについて直ちに知らされ、それによって、残りの部分を直ちに録画すべきか否かを、
より多く情報を知った上で決定することができる。
【００５８】
　図４は、このようなサーチ結果を概念的に示している。ユーザは、Ｔｈｅ　（公序良俗
違反につき、不掲載）のエピソード４２の制作中放送を２００８年１１月５日の夜にチャ
ネル１０７でサンプリングした。近々公開の番組のサーチで（サーチパラメータとして「
（公序良俗違反につき、不掲載）」及び「４２」を使用）、同じエピソードが将来３回、
すなわち２回は翌日に同じチャネルで、１回は６日後に別のチャネルで放送されることが
明らかにされた。これらの項目は、ユーザに、その携帯電話の画面で提示される。項目の
１つに触れることによって、選択された放送の録画を要求する命令が（公序良俗違反につ
き、不掲載）に送出される。
【００５９】
　（ユーザは通常、無制限ではないが多数のチャネルを選ぶことが可能なケーブル又は（
公序良俗違反につき、不掲載）などのコンテンツ配信システムに加入している。ユーザの
コンテンツ配信システムは、サーチ手続きの一部としてデータベースには識別可能であり
（例えば、クッキーに記憶されたデータによって）、したがって、ユーザのＤＶＲで視聴
可能な放送だけがサーチ結果として提示される。或いは、サーチ結果は、省略されていな
い、即ち、データベースで既知の全てのソースを含むものであってもよく、携帯電話でフ
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ィルタリングを実行して、ユーザが視聴可能な番組だけが表示されるようにできる。）
【００６０】
　図１Ａは、説明したばかりの構成をより詳細に示している。テレビ１０１のスピーカに
よって放出された音波１３２は、携帯電話１０２のマイクロフォンで捕捉され、電気的な
形態に変換される。対応する情報は、無線周波信号によって携帯電話とステーション１３
６の間で交換される。
【００６１】
　無線周波伝送は、具体的な実施態様に応じて様々な手段によることができる。例えば、
情報は、携帯電話通話の間に、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、又
はＴＤＭＡなどのよく知られたプロトコルを使用して送信することができる。或いは、情
報は、ＥＶ－ＤＯ又はＨＳＤＰＡなどの無線データ伝送サービスによって搬送することも
できる。ＷｉＦｉ、ＷｉＭａｘ、ブルートゥース、及び他の技術を別法として使用するこ
ともできる。
【００６２】
　基地局１３６で受信された情報は、コンピュータ１４０を介してインターネット１３８
に結合される（コンピュータ１４０はまた、インターネットからの情報を、携帯電話まで
逆に送信するために、基地局１３６に結合する逆方向の機能も実行する）。よく知られて
いるように、無数のコンピュータがインターネットに接続されている。本議論には、コン
ピュータ１４２、１４４及び１４６が関連する。
【００６３】
　コンピュータ１４２及び１４４は、データベース１０４ａ及び１０４ｂと対応付けられ
ており、それらのユーザインターフェース、ネットワーキング機能などを提供する。
【００６４】
　コンピュータ１４６は、（公序良俗違反につき、不掲載）によって操作されるサーバで
ある。このサーバは、いくつかある機能の中で特に、データ（ＥＰＧデータを含む）、及
び管理用の命令をデバイス１０３などの（公序良俗違反につき、不掲載）デバイスに与え
る。これらのサービス及びデータは、様々な手段１４８によってデバイス１０３まで搬送
される。この手段には、電話線によるもの、インターネット接続によるもの、及び／又は
ケーブル若しくは衛星コンテンツ配信システムによって配信されたＡ／Ｖ番組と共に搬送
されるデータによるものが含まれる。コンピュータ１４６はまた、ウェブアクセス可能イ
ンターフェースも提供し（コンピュータ１４６のソフトウェアによって実施できる様々な
ＡＰＩを使用して）、それによってユーザ、及び本技術は、（公序良俗違反につき、不掲
載）との間でデータ及び命令を遠隔で交換することができる。
【００６５】
　（公序良俗違反につき、不掲載）デバイス１０３は、ケーブル又は衛星サービスなどの
手段によって、コンテンツ配信システム１５２に結合される。図１Ａでは別個に示されて
いるが、通常はデバイス１０３の中にデータベース１５０が含まれる。このデータベース
は、近づいている録画の予定、既存の録画したものの一覧、電子番組ガイドデータなどを
保持するデータ構造体としての役割を果たす。デバイス１０３はまた、テレビ番組を記録
したものが保存される記憶装置も含み、この記憶装置は、番組が受信されるときに当該番
組をバッファリングする（例えば、休止及び巻戻しを可能にするために）。
【００６６】
　上に詳述した構成では、ユーザが番組の個別情報を知り、この番組をホームＤＶＲに取
り込むことを可能にするが、このシステムは別法として、又はこれに加えて様々な他の機
能をサポートすることもできる。
【００６７】
　一代替形態では、ユーザが、数台のＤＶＲと関連付けられた特権を有することができる
。例えば、ボブは、自分のＤＶＲを友人のアリスがプログラム予約設定できるようにして
、ボブが興味を持つであろうとアリスが考える番組を取り込むことを許可し得る。したが
って、アリスが自分の携帯電話を使用してある番組に気付いたとき、アリスの電話に提示
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されるメニューの選択肢の１つは、その番組を（上に詳述したように、直ちに、又は将来
のある時間に）録画するようボブのＤＶＲに指示することになる。
【００６８】
　別の代替形態では、携帯電話は、捜索されたコンテンツに関連する別の情報を提示する
ことができる。番組がスポーツ試合である場合には、当該別の情報には、選手の統計デー
タ又はボックススコアデータが含まれうる。番組が映画である場合、別の情報には、俳優
についての情報、又はその俳優が主演する他の番組についての情報が含まれ得る。多くの
場合に、ユーザは、コンテンツ中に描写された、又はコンテンツに関連した製品を注文す
ることに興味を持つことがある（例えば、（公序良俗違反につき、不掲載）のジャージ、
登場人物が所持する財布など）。このような製品についての情報、及びその製品を購入で
きる電子商取引サイトをユーザに提示することができる。
【００６９】
　別個のデータベースが、このような付加的情報をまとめるのに使用可能であり、或いは
このような付加的情報にリンクしている。このデータベースには、データベース１０４ａ
及び／又は１０４ｂからのデータによって、及び／又は捜索されたコンテンツから導出さ
れた識別情報によって指し示して、関連情報を識別することができる。本願の権利者が所
有する特許出願公開第２００７０１５６７２６号には、この目的に使用できるコンテンツ
メタデータディレクトリサービス技術が詳述されている。
【００７０】
　多くの実施形態では、このシステムは、捜索されたコンテンツだけでなく関連コンテン
ツも識別する。例えば、捜索されたコンテンツがＴｈｅ　（公序良俗違反につき、不掲載
）の１つのエピソードである場合に、このシステムは、別の近々公開のエピソードについ
ての情報を提示することができる。捜索されたコンテンツが、（公序良俗違反につき、不
掲載）と（公序良俗違反につき、不掲載）の（公序良俗違反につき、不掲載）ホッケー試
合である場合に、システムは、（公序良俗違反につき、不掲載）又は（公序良俗違反につ
き、不掲載）が参加する来たるべきホッケー試合についての情報を提示することができる
。（或いは、システムは、これらのチームの何れかが参加する来たるべきいずれのスポー
ツの試合についての情報も提示することができる。或いはシステムは、全チームの来たる
べき（公序良俗違反につき、不掲載）ホッケー試合についての情報も提示することができ
る、など。）
【００７１】
　ユーザに提示される選択肢はもちろん、地域、人口動態、明確なユーザの好みなどを含
む情報を参照することによりカスタマイズすることができる。（このようなカスタマイズ
によって、例えば、番組に関連する商品を販売する値段は、異なるユーザに別々に値付け
され得る。）
【００７２】
　人口学的に類似である他人、又はユーザに関連する（例えば、ソーシャルネットワーキ
ングサイトの「友人」としての）他人の映像の好みに基づき、協働的処理を用いて、ユー
ザの興味をそそる可能性のある他のコンテンツを識別することができる。
【００７３】
　捜索することによって識別された映像はまた、様々な目的のための静止画像のソースに
なりうる。テレビ画像の中には、例えば、壁にタッチして北京で８個目の金メダルを獲得
する（公序良俗違反につき、不掲載）、決勝戦の試合に勝利する大学チームなど、特定の
視聴者に強い感情的反応を呼び起こすものがある。ユーザには、例えば携帯電話又はラッ
プトップ／パーソナルコンピュータの壁紙として使用するために、識別されたコンテンツ
から静止画像をダウンロードする選択肢を与えられ得る。ユーザインターフェース制御に
より、ユーザは、映像クリップから所望のフレームを選択可能になり、或いは、代表的な
フレームが、ダウンロード用にコンテンツプロバイダによってあらかじめ特定され得る。
（このような壁紙ダウンロードは無料のこともあり、或いは、着信音で行われることがあ
るように、料金が課されることもある。映像と関連付けられたメタデータ、又は映像中の
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透かしは、画像としてフレームをダウンロードすることに適用可能な規則を示すことがで
きる。）
【００７４】
　捜索されたコンテンツに応じて、ユーザの携帯電話はそのコンテンツを識別するととも
に、追跡可能な様々な情報及び選択肢を一覧表示したメニューを提示することができる。
特定のメニュー選択がサブメニューにつながり、これが次にサブサブメニューにつながる
階層型の手法を用いることができる。
【００７５】
　しかし、帯域幅及びメモリのコストが低下していることを考えると、魅力のある代替形
態は、ユーザの興味をそそる可能性のある全ての情報を携帯電話にプッシュすることであ
り、携帯電話ではその情報が、想定されるユーザによる使用／閲覧のためにメモリ内に保
存される。ユーザは、この情報の連続する画面間を、電話上のスクロールホイールを回す
こと、又はボタンを押して保持すること、又はタッチスクリーン上での対応するジェスチ
ャー等により、迅速に切り替えることができる。このような構成は、２００８年１１月１
４日出願の出願第１２／２７１，６９２号に更に詳述されている。
【００７６】
　更に別の代替構成では、捜索されたコンテンツが、想定される後の使用のために保存さ
れる。この情報には、サンプリングされた生のコンテンツ、又は前処理されたコンテンツ
、又は捜索されたコンテンツに応じて携帯電話に戻され受信された情報が含まれ得る。こ
の情報は、携帯電話内に保存されてもよく、或いは、遠隔に保存して携帯電話（又はユー
ザ）と関連付けてもよい。
【００７７】
　この保存された情報により、ユーザは将来、現在は入手できない関連情報を識別するこ
とができる。例えば、ＥＰＧデータは通常、次の１０日間又は１４日間の番組予定表情報
を列挙するだけである。ユーザは、１カ月前からの捜索された（公序良俗違反につき、不
掲載）ホッケー情報を再び呼び出し、それを再提出して、来たるべき週の試合を迅速に識
別することができる。
【００７８】
　（更に別の実施形態では、保存される情報は、パーソナルタスクリストへの（例えば、
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｕｔｌｏｏｋへの）入力、又は（公序良俗違反につき、不掲載）
などのサービスによって友人へ広められる投稿の形態を取ることができる。）
【００７９】
　上記のように、番組予定表データベースを使用して、ユーザによってサンプリングされ
たもの以外の、他の番組を識別することができる。例えば、番組予定表データベースを使
用して、前後の番組を識別することができる。
【００８０】
　本技術の別の態様によれば、これら他の番組のいくつかを識別する情報がユーザに提示
される。
【００８１】
　図５及び図６は、このような構成の１つを示す。ユーザは、近くのテレビからｉＰｈｏ
ｎｅ（又はｉＰｏｄ）を用いて環境中の音声をサンプリングした。その音声から透かしが
復号され、当該透かしが、サンプリングされた番組を識別して周辺の番組についての情報
を検索するために使用される。
【００８２】
　データベースからの情報は、ｉＰｈｏｎｅの画面にメニュー形式で提示される。サンプ
リングされた番組は矢印１１０、又は他の視覚効果（例えば、着色又は強調表示）によっ
て示される。周辺の番組もまた表示される。（図５には、ｉＰｈｏｎｅのマイクロフォン
１１２、カメラレンズ１１４、及びボタン１１６も示されている。）
【００８３】
　具体的な構成では、ディスプレイは、ユーザによってサンプリングされた送信元（チャ
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ネル１４７）を表示し、またサンプリングされたエピソードの題名及び粗筋も提示してい
る。加えて、ディスプレイは、周辺の番組セグメントの長さも示している。（１つの番組
セグメントは、例えば、商業広告、又は場面切り替え、又はフットボールのボール支配、
又は野球のイニングなどによって境界が定められた、無理なく分割可能な番組の一部とす
ることができる。）
【００８４】
　例えば、Ｔｈｅ　（公序良俗違反につき、不掲載）のサンプリングされたセグメント（
８分２０秒の継続時間があると表示されている）の前に、３０秒のコーラのコマーシャル
があった。その前には、３０秒のＥ－Ｔｒａｄｅのコマーシャルがあった。その前には、
番組（公序良俗違反につき、不掲載）の７：１５のセグメントがあった。
【００８５】
　このサンプリングされた部分の前に、識別されていない３０秒の部分がある。これは、
データベースには不明の地方系列放送局による広告の挿入による。そのセグメントの時間
帯の長さは分かっているが、そのコンテンツは不明である。
【００８６】
　その後に３０秒の（公序良俗違反につき、不掲載）の広告、及び３０秒のナイキ（（公
序良俗違反につき、不掲載））の広告が続く。
【００８７】
　前に論じたように、ユーザによってサンプリングされた音声は、興味のあるものの後に
続く番組セグメントからでありうる。例えば、ユーザは、Ｅ－Ｔｒａｄｅの（道化師を雇
うために自分の儲けを使う赤ん坊の株売買人についての）コマーシャルを取り込みたいと
望み得るがが、その音声をサンプリングする前にその一瞬は過ぎていた。ディスプレイ上
のその選択肢に触れることによってユーザは、そのコマーシャルの入手可能性について知
ることができる。ソフトウェアは、様々なリソースにわたってサーチを行い、そのコマー
シャルを（公序良俗違反につき、不掲載）で映像「ｅＪｑｎｉｔｊｑｐｕＭ」として探し
当てる。次にユーザは、その映像をダウンロードするか、又は後で見るためにブックマー
クすることができる。
【００８８】
　図５の表形式の一覧の代わりに、映像番組をｉＰｈｏｎｅの「カバーフロー」ユーザイ
ンターフェースを介してユーザに提示することもできる。この実施形態では（図７～９に
示す）、異なるアイテムの映像コンテンツが、それぞれアルバム表紙に似ているペインに
よって表示される。画面上のジェスチャーによって、ユーザは各ペインを経由して前方又
は後方へと移動し、それによって、異なるアイテムのコンテンツを見直すことができる。
【００８９】
　ペインは、セグメントの文字説明を簡単に提示することができる。必要に応じて、日付
及び時間、並びに他の情報が含まれていてもよい。或いは、入手可能であれば、ペインは
映像からのキーフレーム（例えば、各場面変化後の５秒間など、場面変化に基づいて識別
される）を表してもよい。あるペイン上でユーザがクリックすれば、ペインがめくられて
、背後の追加情報（例えば、番組粗筋、商品を購入する機会など）が見えるようになる。
【００９０】
　このユーザインターフェースは、ペインを選択し、対応する情報を保存することを可能
にし、それによって、コンテンツブックマークとしての役割を果たすことができる。後に
思い出されたとき、これらのブックマークは、データを提示し、当該データにより、ユー
ザはコンテンツの所望の部分まで迅速に移動することができる。
【００９１】
　図８に示すように、異なる種類のコンテンツをグラフィカルインターフェースで異なる
ように表示することができる。例えば、特別番組紹介には太い枠線があり、コマーシャル
には細めの枠線があってよい。別々の色又は強調表示を同様な効果に使用することができ
る。
【００９２】
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　消費者がコマーシャルを飛ばすことがますます容易になっているので、消費者がコマー
シャルを見る動機になるものが提供される日がすぐに来る可能性がある。視聴報酬がある
コマーシャルは、インターフェースで強調表示することができる。ユーザは、１つ以上の
そのようなコマーシャルを閲覧のために選択した場合、コマーシャルごとに次のｉＰｈｏ
ｎｅ又は（公序良俗違反につき、不掲載）の請求書から小額が差し引かれるなどの報酬を
受け取ることができる。
【００９３】
　図６及び図７のインターフェースは、コンテンツの説明を見直すために使用することに
加えて、ナビゲーションツールとして使用することもできる。例えばユーザは、コンテン
ツをダウンロードしてから、このインターフェースを使用して、表示を開始すべき箇所を
選択し得る。同様に、ユーザは、一連の映像セグメント内の別々の箇所を選択することに
よって、「巻戻し」及び「早送り」することができる。
【００９４】
　上に詳述した｛ソースＩＤ／タイムスタンプ｝透かしの使用法は例示的なものに過ぎな
いことを理解されたい。別の透かしが別の種々の実施形態で使用可能である。
【００９５】
　１つの別の透かしは、一意のＩＤなど、別の形態の識別情報を埋め込む。先と同様に、
データベースを使用して、埋め込まれた識別情報を関連付けられたメタデータに分解する
ことができる。
【００９６】
　透かしデータは、コンテンツ配信チェーン内のどこででも符号化することができる。コ
ンテンツは、最初にコンテンツを制作した権利者（例えば、（公序良俗違反につき、不掲
載））によって符号化され得る。或いは、透かしデータは、そのコンテンツを配信したネ
ットワーク（（公序良俗違反につき、不掲載）など）によって導入され得る。或いは、透
かしデータは、所与の地理的領域（例えば、（公序良俗違反につき、不掲載）構成）内で
番組を無線で送信した放送事業者によって挿入され得る。或いは、透かしデータは、例え
ばケーブル又は衛星配信を使用する全国又は地域のコンテンツ配信サービス（例えば、（
公序良俗違反につき、不掲載）又は（公序良俗違反につき、不掲載））によって挿入され
得る、など。コンテンツが通過する任意のデバイス又はシステムで透かしを追加すること
ができる。（コンテンツは、それがユーザに届くときまでに複数の透かしを搬送すること
ができる。これらは、干渉することなく共存することができる。）
【００９７】
　別の実施形態では、サンプリングされるコンテンツは、別の項目のコンテンツのプロモ
ーション（プロモ）である。例えば、テレビ広告が、近々公開のテレビ番組の宣伝をする
ことがある。或いは、トークショーのゲストが、まもなく封切りの映画の売り込みをする
ことがある。或いは、ラジオでの歌で、関連する音楽ビデオの宣伝をすることがある、な
ど。
【００９８】
　この場合、透かしは、符号化コンテンツ（例えば、広告、又はトークショー番組、又は
歌）に関係があるメタデータの識別を可能にするだけでなく、サンプリングされたコンテ
ンツが参照される他のコンテンツ（例えば、近々公開の番組、まもなく封切りの映画、又
は音楽ビデオ）の識別も可能にしなければならない。
【００９９】
　図１０は、このような構成の流れ図である。
【０１００】
　前記のように、携帯電話が使用されて環境中の音声が取り込まれ、透かし情報が復号さ
れる。データベースに問い合わせが行なわれ透かしに関係があるメタデータが得られる。
メタデータは、ソース番組、及び／又はそれと関係がある別のコンテンツ項目（例えば、
広告又はトークショーによって宣伝された映画）を識別することができる。
【０１０１】
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　次に、第２のデータベースの問い合わせが実行されて、所望のコンテンツ（例えば、映
画）の入手可能性が確認される。データベースは、前に詳述したテレビ電子番組ガイドで
あってもよい。或いは、データベースは、ユーザのケーブルサービスからのビデオオンダ
ウンロードが可能な映画の一覧であってもよい。或いは、データベースは、物理的な媒体
で入手可能な（又はまもなく入手可能な）映画の（公序良俗違反につき、不掲載）データ
ベースであってもよい。或いは、データベースは、（公序良俗違反につき、不掲載）、（
公序良俗違反につき、不掲載）などのインターネットサイト上のコンテンツの索引であっ
てもよい。
【０１０２】
　所望のコンテンツの１以上の送信元がユーザに、その携帯電話の画面で提示される。次
にユーザは、所望の送信元を選択する。次に種々の装置が、所望の番組を所望の送信元か
ら入手可能となるように、電子的に構成される。（例えば、ユーザのＤＶＲは、将来の映
画の放送を録画し得る。或いは、ユーザが選択した時間に、ビデオオンデマンドで映画の
注文をし得る。或いは、コンテンツは、オンラインサイトからストリーミング又はダウン
ロードし得る。或いは、映画は、ユーザの（公序良俗違反につき、不掲載）キューに加え
得る、など。）
【０１０３】
　（前述の構成におけるように、この実施形態では２つではなく単一のデータベースが使
用されてもよい。）
【０１０４】
　更に別の種類の実施形態を図１１に示す。これらの構成では、テレビ１２０の画面は、
携帯電話１２２、１２４、及び／又はラップトップコンピュータ１２８の上など、１以上
の他の画面によって補完される。
【０１０５】
　このような一実施形態では、携帯電話１２４を使用して、テレビ１２０で表示されてい
る番組の音声の一部が取り込まれる。この音声は識別情報を導出するよう処理され、次に
この識別情報を使用してデータベース１２６に問い合わせが行なわれる。それに応じて、
データベースは、テレビ番組の識別情報を提供する。この番組識別情報を使用することに
よって、テレビ番組に関係がある情報がラップトップコンピュータ１２８に表示される。
【０１０６】
　具体的には、テレビ番組の個別情報がラップトップコンピュータに知らされると、ラッ
プトップコンピュータは、関係があるコンテンツをロードすることができる。例えば、野
球の試合では、ラップトップコンピュータは、統計データをロードし、特定の選手に注目
したカメラからの映像をストリーミングし、関係があるチャット討論に接続することなど
ができる。
【０１０７】
　この実施形態では、本明細書で論じた他の実施形態におけるように、サンプリングされ
たコンテンツから抽出される識別情報は、デジタル透かしである必要がない。その代わり
に、識別情報をコンテンツフィンガプリントとすることができる。透かしは、微妙ではあ
るがコンテンツの作為的な変更によって形成されるのに対し、コンテンツフィンガプリン
トは、コンテンツのいくつか既存の属性（複数可）を簡潔に特徴化する。
【０１０８】
　環境中の音声に適していると言われている音声フィンガプリントの一形式が、グーグル
の特許出願公開第２００７０１２４７５６号に開示されている。別のものがＳｈａｚａｍ
の特許第６，９９０，４５３号及び第７，３５９，８８９号に開示されている。更に別の
フィンガプリント技法がニールセンの特許出願公開第２００８０２７６２６５号及び第２
００５０２３２４１１号に開示されている。（（公序良俗違反につき、不掲載）は、音声
フィンガプリントを参照することにより放送テレビ番組を識別できるフィンガプリントデ
ータベースを保持している。）
【０１０９】
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　しかし、フィンガプリントの欠点は、フィンガプリントがまず計算され、対応するデー
タベースに入力されなければならないことであり、それによって一般に待ち時間が生じ、
そのためコンテンツが最初に放送されるときにフィンガプリントはまだ利用可能になって
いない。フィンガプリントは、いくつかの透かしによって搬送されるソースＩＤ及びタイ
ムスタンプデータ（このソースＩＤ及びタイムスタンプデータは、ＥＰＧデータを参照す
ることにより放送の前に既知である）とは異なり、したがって、コンテンツが放送される
初回に当該コンテンツを識別するために直ぐに利用可能となる。
【０１１０】
　前記のように、取り込まれたコンテンツの処理は携帯電話によって、又は遠隔のシステ
ムによって実行することができる。データベースから返された番組識別情報は、ユーザに
対する表示のために携帯電話まで行くことができ、次に、ラップトップコンピュータに転
送される（例えば、ブルートゥースによって）。別法として、携帯電話によってデータベ
ースまで送出される情報は、ラップトップコンピュータのＩＰアドレス又は他の識別情報
を含むことができ、それによって、番組識別情報を直接ラップトップコンピュータまで返
送することが可能となる。
【０１１１】
　関連する実施形態（やはり図１１で示す）では、テレビ１２０、及び２つの携帯電話１
２２、１２４を使用する。前記のように、各携帯電話は、テレビからのコンテンツをサン
プリングして識別情報を導出する。（或いは、一方の電話でこれらのオペレーションを行
い、結果を他方に転送する。）。データベース１２６にその識別情報を用いて問い合わせ
が行なわれ、テレビ番組が識別される。
【０１１２】
　その番組識別情報を参照して、第１の携帯電話は、テレビで表示されている番組に関係
がある情報の第１の表示を行うのに対して、第２の携帯電話は、その番組に関係がある情
報の第２の、別の表示を行う。
【０１１３】
　別の方法では、ポケットサイズの通信デバイスが、そのマイクロフォン又はカメラを使
用して、テレビシステム（セットトップボックス、ＤＶＲ、ブルーレイディスクプレーヤ
、衛星放送受信器、ＡｐｐｌｅＴＶデバイスなどを含み得る）から放出される音声又は画
像を取り込む。この取り込まれたデータを参照することにより、識別情報が求められる。
次に、この識別情報を参照することにより、情報がユーザに対して、テレビシステムの画
面以外の、その特定のテレビシステムのオペレーションと関係付けられている第２の画面
上で提示される。
【０１１４】
　この構成では、識別情報は、表示されているコンテンツではなく、テレビシステムを識
別する役割を果たし得る。これを実現する１つの方法は、テレビ画面にわずかに模様を付
けて、その模様が、画面に提示される画像にシステム識別透かしを与える（かつ携帯デバ
イスによって取り込まれる）ようにすることである。或いは、システム内の映像処理回路
で映像信号をわずかに変調して、知覚できない透かしを、表示される全ての映像に埋め込
むこともできる。或いは、テレビシステムによって処理された音声を微妙に変更して、そ
の出力にシステム識別透かしを加えることもできる。
【０１１５】
　特定のシステムの個別情報が分かると、様々なオペレーションを行うことができる。例
えば、第２の画面は、システムが予約している番組の番組ガイド情報を提示することがで
きる。或いは、第２の画面は、そのシステムで録画された、又は録画される予定の番組の
一覧を提示することができる。システムのＤＶＲ部分の他のパラメータも同様に見ること
ができ、必要であれば、設定又は変更することができる。（これは、（公序良俗違反につ
き、不掲載）のウェブＡＰＩを使用してウェブを介して命令を発行し、要求されたオペレ
ーションを引き受けるようにシステムの（公序良俗違反につき、不掲載）レコーダに指示
することによって実行される。）



(29) JP 2012-508486 A 2012.4.5

10

20

30

40

50

【０１１６】
　前記のように、テレビの出力は携帯電話によってサンプリングされるが、ラップトップ
コンピュータを、その後ユーザが対話するのに用いる「第２の画面」として使用すること
ができる。或いは、携帯電話の画面を使用することができる。
【０１１７】
　特定のシステムの個別情報が分かっている場合（上記のように情報を捜索することによ
って、又は別の方法でデバイスに入力されることによって）、システムの記憶装置に保存
されているコンテンツ（例えば、録画されたテレビ番組）は、携帯電話によって要求され
、インターネットに流され、携帯電話のブラウザによって表示され得る。リアルタイム放
送もまた、このようにして中継することができる。システムと携帯電話が、例えばブルー
トゥースによって無線で通信するよう構成されている場合、携帯電話は、当該手段によっ
てコンテンツを転送するようシステムに要求することができる。
【０１１８】
　「対話型テレビ」が過去数十年間に大々的に予告され、非常に多様なユーザカスタマイ
ズされたテレビを経験することが約束されたことが思い出されよう。対話型テレビの市場
での失敗を説明するいくつかの理由が提示されてきたが、本発明者らは、単一の画面にあ
まりに多くの情報を重ね合わせようとしたことが１つの重要な要因であったと確信してい
る。本明細書に詳述された「第２の画面」及び「別の画面」の手法によって、対話型テレ
ビで行なわれることが、携帯電話（及びラップトップコンピュータ）の画面に拡張され、
それによって、古い技術に新しい可能性が与えられる。
【０１１９】
　同様に、電子番組ガイドに関する技術の大多数もまた、携帯電話画面に拡張することが
できる。発明者Ｄａｖｉｓは、特許第５，５５９，５４８号、第５，５７６，７５５号、
第５，５８５，８６６号、第５，５８９，８９２号、第５，６３５，９７８号、第５，７
８１，２４６号、第５，８２２，１２３号、第５，９８６，６５０号、第６，０１６，１
４１号、第６，１４１，４８８号、第６，２７５，２６８号、第６，２７５，６４８号、
第６，３３１，８７７号、第６，４１８，５５６号、第６，６０４，２４０号、第６，７
７１，３１７号を含む、ＥＰＧシステムを詳述する特許の集まりに発明者として名前を挙
げられている。グーグルは最近、ＥＰＧ技術に関するその考え方を特許出願公開第２００
８０２７１０８０号で詳述した。本明細書で詳述された構成を使用すると、これら他の特
許文献による教示を携帯電話デバイスで利用するのに活用することができる。
【０１２０】
　本開示で詳述したような種々の実施形態では、メディアがどのようにして消費され、誰
が誰に影響を及ぼすか、などを判断することに関心があるメディア会社及び広告主に価値
のある市場情報を提供できることを理解されたい。
【０１２１】
　例示すると、あるユーザが、２００８年１１月５日の午後８時にアトランタでＷＳＢに
よって送信されたＴｈｅ　（公序良俗違反につき、不掲載）のエピソード４２から音声を
サンプリングし、その印象に基づいて、同じエピソードをチャネル３４４で１１月１１日
に録画するようシアトルにあるユーザのホーム（公序良俗違反につき、不掲載）に指示し
たことを示す、システム操作から情報を取り込むことができる。
【０１２２】
　様々なメディア発信源が、コンテンツの個々の識別を可能にするようにコンテンツにタ
グを付ける場合には、より詳細な情報を集めることができる。例えば、（公序良俗違反に
つき、不掲載）は、それ自体の透かしを（公序良俗違反につき、不掲載）のサイトにアッ
プロードされたビデオに付加して、例えば、（公序良俗違反につき、不掲載）、アップロ
ーディングしているユーザ、及びアップロードされた日付を識別することができる。ソー
シャルネットワーキングサイトのＭｙＳｐａｃｅは、映像がダウンロードされるときに透
かしを付加して、ＭｙＳｐａｃｅ及びダウンロード日付を識別することができる、など。
【０１２３】
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　このような構成によって、例えば、１１月１５日に（公序良俗違反につき、不掲載）の
映像を見ているテネシーのユーザが、番組（公序良俗違反につき、不掲載）のエピソード
をサンプリングし、翌日にトロントで放送されるそのシリーズのエピソードを録画するよ
うにトロントの友人のＤＶＲに指示したことを知ることができる。更なるデータ検索で、
トロントの友人が１１月１７日に（公序良俗違反につき、不掲載）のシーズンパスを注文
したことを示すことができる。（（公序良俗違反につき、不掲載）の映像の出所もまた確
定することができ、例えば、その映像は、１１月２日にニューヨークで（公序良俗違反に
つき、不掲載）によって放送され、同夜に、プライバシーに対する懸念により匿名の、郵
便番号０７９７４のユーザによって（公序良俗違反につき、不掲載）にアップロードされ
た。）
【概説】
【０１２４】
　以上により、本開示が多数の本発明の構成を提示したことが明らかであろう。これら構
成のいくつかは、以下のように記述され得る。
【０１２５】
　Ａ１．　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、第１のユーザの周囲環境から音声又は画
像データを取り込むステップであって、取り込まれたデータが第１のオーディオビジュア
ルコンテンツに対応する、該ステップと、
　前記取り込まれたデータを処理して該取り込まれたデータから第１の情報を生成するス
テップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、その後、前記第１の情報に少
なくとも部分的に基づいて別の第２の情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報に基づいてアクションを行なうステップと、
を含む方法。
【０１２６】
　Ａ２．　音声又は画像データが、レンダリングシステムによって提供されるオーディオ
ビジュアルコンテンツから取り込まれ、
　前記アクションが、番組を録画するようビデオレコーダに指示することを含み、該ビデ
オレコーダが、前記レンダリングシステムとも前記ユーザ所持の携帯デバイスとも異なる
、構成Ａ１。
【０１２７】
　Ａ３．　それから前記音声又は画像データが取り込まれた前記オーディオビジュアルコ
ンテンツとは異なる番組を録画するようビデオレコーダに指示することを含む、構成Ａ２
。
【０１２８】
　Ａ４．　　前記第２の情報が、元の放送ラインナップにおいて前記第１のオーディオビ
ジュアルコンテンツに先行する１以上の番組を識別するデータを含み、
　前記第１のユーザからの入力であり、録画のために前記番組のうち１つを選択する該入
力を受け取ることを含む、
構成Ａ３。
【０１２９】
　Ａ５．　前記番組の将来の放送を識別する情報を受け取ることと、前記将来の放送の１
つを録画するようビデオレコーダに指示することと、を更に含む、構成Ａ２。
【０１３０】
　Ａ６．　前記アクションが、第２のユーザに関連付けられたビデオレコーダに番組を録
画するように指示することを含み、前記第２のユーザが前記第１のユーザと異なる、構成
Ａ１。
【０１３１】
　Ａ７．　前記第１のオーディオビジュアルコンテンツが、第１のチームが参加するスポ
ーツイベントを含み、
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　前記第２の情報が、前記第１のチームを含む１以上の将来のスポーツイベントについて
の情報を含み、
　前記アクションが、該将来のスポーツイベントについての情報を前記ユーザ所持の携帯
デバイスの画面に提示することを含み、
　前記第１のチームのスポーツイベントに対応する音声又は画像データのサンプリングに
より、該第１のチームが参加する来たるべきスポーツイベントについての情報が表示され
る、構成Ａ１。
【０１３２】
　Ａ８．　前記アクションが、前記第１のオーディオビジュアルコンテンツに対応する画
像を、電子ディスプレイの壁紙として使用するためにダウンロードすることを含む、構成
Ａ１。
【０１３３】
　Ａ９．　プロセッサと、構成１を実施するように該プロセッサをプログラムする命令を
含むメモリと、を備える携帯デバイス。
【０１３４】
　Ｂ．　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、第１のユーザの環境から音声又は画像デー
タを取り込むステップであり、取り込まれたデータが第１のオーディオビジュアルコンテ
ンツに対応する、該ステップと、
　第１の情報を生成するよう前記取り込まれたデータを処理するステップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、前記送出に関連する別の第２
の情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報に基づいて前記ユーザに出力情報を提供するステップと、
を含み、
　前記第２の情報が、前記第１のオーディオビジュアルコンテンツの放送局による将来の
放送を識別するデータを含む、方法。
【０１３５】
　Ｂ１．　前記将来の放送の１つを録画することに関する第１のユーザ入力を受け取るス
テップを更に含む、構成Ｂ１。
【０１３６】
　Ｂ２．　前記将来の放送の１つを、前記第１のユーザと異なる第２のユーザの装置に録
画することに関する該第１のユーザ入力を受け取ることを含む、構成Ｂ２。
【０１３７】
　Ｃ１．　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、ユーザの環境から音声又は画像データを
取り込むステップであり、取り込まれたデータが第１のオーディオビジュアル放送コンテ
ンツに対応する、該ステップと、
　第１の情報を生成するよう該取り込まれたデータを処理するステップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、前記送出に関連する別の第２
のデータを受け取るステップと、
　前記第２のデータに基づいて前記ユーザに出力情報を提供するステップと、
を含み、
　前記第２のデータが、前記第１のオーディオビジュアル放送コンテンツに先行した、又
は後に続く１以上の別のオーディオビジュアル放送番組を識別するデータを含む、方法。
【０１３８】
　Ｄ１．　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、オーディオビジュアル番組に対応する環
境中の音声又は画像データを取り込むステップと、
　第１の情報を生成するよう取り込まれたデータを処理するステップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、前記送出に関連する別の第２
の情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報を参照することにより、前記ユーザ所持の携帯デバイスで番組データを
得るステップと、
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　前記携帯デバイスの小型プロジェクタ部を使用して表示面に番組を投影するステップと
、
を含む方法。
【０１３９】
　Ｄ２．　得られた番組データが、それからデータが取り込まれた前記オーディオビジュ
アル番組と異なる番組に対応する、構成Ｄ１。
【０１４０】
　Ｄ３．　前記取り込まれた音声又は画像データが商業広告に対応し、前記得られた番組
データが他の番組を含む、構成Ｄ２。
【０１４１】
　Ｅ１．　第１のユーザ所持の携帯デバイスを用いて、オーディオビジュアル番組に対応
する音声又は画像データを取り込むステップと、
　取り込まれたデータ、又は該データから導出されたデータを参照することにより、情報
をデータ機構に送出するステップと、
　前記オーディオビジュアル番組に関連する情報を前記ユーザ所持の携帯デバイスで受け
取るステップと、
　上記に基づいて、前記オーディオビジュアル番組に関連する別の補助的なオーディオビ
ジュアルコンテンツが第２の携帯デバイスに送出されるように指示するステップと、
を含む方法。
【０１４２】
　Ｅ２．　前記補助的なオーディオビジュアルコンテンツを前記第１の携帯デバイスから
前記第２の携帯デバイスまで転送するステップを含む、構成Ｅ１。
【０１４３】
　Ｅ３．　前記補助的なオーディオビジュアルコンテンツがその配信元から前記第２の携
帯デバイスまで前記第１の携帯デバイスを通過しないで送出されるように、前記第１の携
帯デバイスから指示することを含む、構成Ｅ１。
【０１４４】
　Ｆ１．　放送コマーシャルに対応する音声又は画像データを取り込むステップと、
　取り込まれたデータを参照することにより、前記コマーシャルと異なる放送番組を識別
するステップと、
を含む方法。
【０１４５】
　Ｆ２．　前記取り込まれたデータから透かしデータを復号するステップと、
　復号された透かしデータの少なくとも一部をデータ機構に送出するステップと、
　放送ラインアップ中で前記放送コマーシャルに先行した１以上の放送番組に関する情報
を受け取るステップと、
を更に含む、構成Ｆ１。
【０１４６】
　Ｆ３．　受け取られた情報をユーザに、複数の異なる番組を表す３次元的運動の表示を
シミュレートするグラフィカルユーザインターフェースで提示するステップを含む、構成
Ｆ２。
【０１４７】
　Ｆ４．　前記１以上の放送番組から１つの番組を選択するユーザ入力を受け取るステッ
プと、
　選択された番組のコピーが提供されるよう、ユーザが選択し得る複数の選択肢を提示す
るステップと、
を更に含む、構成Ｆ２。
【０１４８】
　Ｇ１．　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、レンダリングシステムによってレンダリ
ングされた音声又は画像データを取り込むステップと、
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　レンダリングシステムを識別する機能をもつ第１の情報を生成するよう、取り込まれた
データを処理するステップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、前記送出に関連する別の第２
の情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報に基づいてアクションを行なうステップと、
を含む方法。
【０１４９】
　Ｇ２．　前記レンダリングシステムが、対応するビデオレコーダ装置を含み、
　前記第２の情報が、前記ビデオレコーダ装置によって録画された１以上の映像の一覧を
含み、
　前記アクションが、前記ユーザ所持の第１の携帯デバイスの画面に表示されるユーザイ
ンターフェースで前記映像の一覧を提示することを含み、前記ユーザ所持の携帯デバイス
の前記ユーザインターフェースは、前記ユーザが前記映像の１つを選択して再生又は削除
することを可能とし、
　前記ユーザ所持の携帯デバイスが、対応するビデオレコーダ装置のいくつかのオペレー
ションを制御するユーザインターフェースとして機能する、
構成Ｇ１。
【０１５０】
　Ｇ３．　前記ユーザ所持の携帯デバイスの前記ユーザインターフェースは、該ユーザ所
持の携帯デバイスの画面での再生のために前記ユーザが前記映像の１つを選択することを
可能とする、構成Ｇ２。
【０１５１】
　Ｈ１．　現在入手できない情報を後に取得することを支援する方法であって、
　第１の時間に、ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、オーディオビジュアル番組から音
声又は画像データを取り込む動作と、
　取り込まれたデータ、又は該データに基づく他のデータを格納する動作と、
　後の第２の時間に、保存されたデータ又は該データに基づく他のデータの少なくとも一
部をデータ機構に送出する動作と、
　前記データの送出又はそれに基づく中間結果に少なくとも部分的に基づいて、遠隔の送
信元から、第１の時間には該遠隔の送信元から入手可能ではなかった情報を取得する動作
と、
　前記第２の情報に基づいてアクションを行なう動作と、
を含み、
　オーディオビジュアル番組から取り込まれたデータが、該データが取り込まれた時間に
は入手できなかった情報を後に取得することを可能とする、方法。
【０１５２】
　Ｈ２．　前記オーディオビジュアル番組が、第１のチームが参加するスポーツイベント
を含み、
　遠隔の送信元が電子番組ガイド一覧の送信元を含み、
　前記アクションが、前記第１のチームに関係する番組の１以上の電子番組ガイド一覧で
あって、前記音声又は画像データが取り込まれた時点では電子番組ガイド一覧の前記送信
元から入手可能ではなかった該電子番組ガイド一覧を表示することを含む、
構成Ｈ１。
【０１５３】
　Ｈ３．　前記遠隔の送信元が、将来のＮ日にわたる番組一覧期間内に予定されている番
組に関する電子番組ガイド（ＥＰＧ）データの送信元を含み、
　前記取得する動作が、前記音声又は画像データが取り込まれた前記第１の時間に前記Ｅ
ＰＧ番組一覧期間の範囲外であったＥＰＧ一覧を第２の時間に取得することを含む、
構成Ｈ１。
【０１５４】
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　Ｊ１．　リバース電子番組ガイドシステムであって、
　プロセッサ、メモリ、マイクロフォン、及び表示画面を含む携帯無線通信デバイスと、
　前記メモリ内に記憶されたソフトウェア命令と、
を備え、
　前記ソフトウェア命令は、
　　環境から音声をサンプリングしてサンプルデータを生成する動作と、
　　前記サンプルデータ又は該サンプルデータに関連するデータをデータ機構に送出する
動作と、
　　放送局によって配信される番組を識別する対応の電子番組ガイド（ＥＰＧ）データを
受け取る動作と、
　　前記デバイスの画面上のユーザインターフェースで複数の番組についてＥＰＧ一覧を
表示する動作と、
を実行するよう前記デバイスに指示し、
　表示されたＥＰＧ一覧が、前記サンプルデータに対応する番組の一覧を含み、
　前記デバイスは、ユーザが、携帯デバイスを使用して放送局からの音声をサンプリング
することによって、該放送局の複数のＥＰＧ番組一覧を取得することを可能とする、リバ
ース電子番組ガイドシステム。
【０１５５】
　Ｊ２．　前記ソフトウェア命令は、
　ユーザインターフェースの構成要素を介して、前記番組一覧のうちの１つに対する興味
を示すユーザ入力を受け取り、
　示された一覧に対応する番組を録画又は配信するよう命令を送出する、
よう前記プロセッサを更にプログラムする、
構成Ｊ１のリバース電子番組ガイドシステム。
【０１５６】
　Ｊ３．　前記ソフトウェア命令は、異なるコンテンツ放送局から現在入手可能な複数の
番組の一覧を表示するよう前記デバイスに指示する、よう前記プロセッサをプログラムす
る、構成Ｊ１のリバース電子番組ガイドシステム。
【０１５７】
　Ｊ４．　前記ソフトウェア命令は、異なる時間に１つのコンテンツ放送局から現在入手
可能な複数番組の一覧を表示するよう前記デバイスに指示するよう前記プロセッサをプロ
グラムする、構成Ｊ１の逆電子番組ガイドシステム。
【０１５８】
　Ｋ１．　ユーザ所持の携帯デバイスのマイクロフォンを用いて、オーディオビジュアル
番組から音声を取り込むステップと、
　取り込まれた音声又は該音声に基づくデータの少なくとも一部をデータ機構に送出する
ステップと、
　前記送出に少なくとも部分的に基づいて、放送局によって配信される番組を一覧表示す
る電子番組ガイド（ＥＰＧ）のデータを受け取るステップと、
　複数の番組のＥＰＧ一覧を前記ユーザ所持の携帯デバイス上のユーザインターフェース
ディスプレイで表示するステップであり、表示されるＥＰＧ一覧が、前記取り込まれた音
声が対応する番組の一覧を含む、該ステップと、
を含み、
　番組から音声を取り込むことにより、前記番組を含む電子番組ガイドが表示される、方
法。
【０１５９】
　Ｋ２．　前記番組一覧の１つを選択するユーザ入力を受け取るステップと、
　選択された一覧に対応する番組を録画又は配信する命令を送出するステップと、
を更に含む、構成Ｋ１。
【０１６０】
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　Ｋ３．　前記表示するステップが、異なるコンテンツ放送局から現在入手可能な複数の
番組の一覧を表示することを含む、構成Ｋ１。
【０１６１】
　Ｋ４．　前記表示するステップが、１つのコンテンツアウトレットから異なる時間に入
手可能な複数の番組の一覧を表示することを含む、構成Ｋ１。
【０１６２】
　Ｌ１．　番組及び商業広告の放送番組表を時間順に並べた情報を含む電子番組ガイド（
ＥＰＧ）データを受け取るステップと、
　受け取られたＥＰＧデータのうちの少なくともある部分を表示画面上のカバーフローユ
ーザインターフェースで提示するステップと、
を含み、
　前記カバーフローインターフェースが、番組に対応する第１のペイン、及び商業広告に
対応する別の第２のペインを少なくとも含み、
　前記第１又は第２のペインの少なくとも一方は、カバーフローインターフェースを操作
するユーザが前記番組に対応するペインと前記広告に対応するペインとを区別できるよう
にする非テキスト機能を備える、
方法。
【０１６３】
　Ｌ２．　ユーザの周囲環境から音声を取り込み、その結果としてカバーフローインター
フェースを提示するステップを含む、構成Ｌ１。
【０１６４】
　Ｍ１．　複数の商業広告に関するデータを含む情報を受け取るステップと、
　受け取られた情報のうちの少なくともある部分を表示画面上のユーザインターフェース
で提示するステップと、
を含み、
　前記インターフェースが、第１の商業広告に対応する第１の要素、及び別の第２の商業
広告に対応する別の第２の要素を少なくとも含み、
　前記第１及び第２の要素の少なくとも一方は、前記インターフェースを操作するユーザ
が視聴の報酬が提供されるコマーシャルと視聴の報酬が提供されないコマーシャルとを識
別できるようにする非テキスト機能を備える、
方法。
【０１６５】
　Ｍ２．　ユーザの周囲環境から音声を取り込み、その結果として前記インターフェース
を提示するステップを含む、構成Ｍ１。
【０１６６】
　Ｎ１．　電子番組ガイド（ＥＰＧ）データを受け取るステップであり、該ＥＰＧデータ
が一連の番組セグメントを順番に並べた情報を含む、該ステップと、
　受け取られたＥＰＧデータのうちの少なくともある部分を表示画面上のカバーフローユ
ーザインターフェースで提示するステップであり、該カバーフローインターフェースが、
映像コンテンツの第１の番組セグメントに対応する第１のペイン、及び映像コンテンツの
第２の番組セグメントに対応する別の第２のペインを少なくとも含む、該ステップと、
　前記第１のペイン及び第２のペインのうち１つを操作して選択するユーザ入力を受け取
るステップと、
　選択されたペインに対応する番組セグメントから映像コンテンツの再生を開始するステ
ップと、
を含む方法。
【０１６７】
　Ｎ２．　ユーザの周囲環境から音声を取り込み、その結果としてカバーフローユーザイ
ンターフェースを提示するステップを含む、構成Ｎ１。
【０１６８】
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　Ｐ１．　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、第１のユーザの環境から、第１のオーデ
ィオビジュアル番組セグメントに対応する音声又は画像データを取り込むステップと、
　第１の情報を生成するよう取り込まれたデータを処理するステップと、
　前記第１の情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、該送出に関連する別の第２の
情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報を使用することによって、第２のオーディオビジュアル番組コンテンツ
が受信デバイスに配信されること又は該受信デバイスによって録画されることの要求を送
出するステップと、
を含み、
　前記第２の番組コンテンツが、前記第１のオーディオビジュアル番組セグメントと異な
る少なくとも１つの第２の番組セグメントを含み、
　前記ユーザ所持のデバイスがメディア捜索器として機能し、該ユーザの周囲環境からコ
ンテンツをサンプリングし、それに基づいてコンテンツの配信を要求する、
方法。
【０１６９】
　Ｐ２．　前記第２のコンテンツが、元の番組予定表において前記第１の番組セグメント
に先行した少なくとも１つの第２の番組セグメントを含む、構成Ｐ１。
【０１７０】
　Ｐ３．　前記第２のコンテンツが、前記第１の番組セグメント、及び１以上の別の番組
セグメントを含む、構成Ｐ２。
【０１７１】
　Ｐ４．　前記第１のオーディオビジュアル番組セグメントが広告を含み、前記第２のオ
ーディオビジュアル番組セグメントが広告を含まない、構成Ｐ１。
【０１７２】
　Ｐ５．　前記受信デバイスが第２のユーザに関連付けられており、該第２のユーザが前
記第１のユーザと異なる、構成Ｐ１。
【０１７３】
　Ｐ６．　前記第２の情報を参照することにより、複数の項目の番組コンテンツを表す複
数の表示を含むユーザインターフェースをデバイスの画面に表示するステップであり、該
複数の表示は、時間順に配列されている、該ステップと、
　配信又は録画が望まれる少なくとも１つの項目の番組コンテンツを示すユーザ入力を受
け入れるステップと、
を更に含む、構成Ｐ１。
【０１７４】
　Ｐ７．　前記ユーザインターフェースがスクロール可能であり、それによって、異なる
時間と関連付けられた異なる番組項目を表す３Ｄ運動の表示をシミュレートする、構成Ｐ
６。
【０１７５】
　Ｐ８．　前記受信デバイスが前記ユーザ所持デバイスを含む、構成Ｐ１。
【０１７６】
　Ｐ９．　前記受信デバイスが前記ユーザ所持デバイスと異なるデバイスを含む、構成Ｐ
１。
【０１７７】
　Ｐ１０．　前記受信デバイスがビデオレコーダデバイスを含む、構成Ｐ９。
【０１７８】
　Ｐ１１．　前記第１の情報が、前記取り込まれたデータから復号された透かしペイロー
ドデータを含み、
　前記ペイロードデータが、前記第１の番組セグメントの配信元を示す第１の部分と、前
記第１の番組セグメントが配信された時間を示す第２の部分とを有する、
構成Ｐ１。
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【０１７９】
　Ｐ１２．　周囲環境から音声データを取り込むステップを含み、取り込まれたデータが
第１のオーディオビジュアル番組セグメントに対応する、構成Ｐ１。
【０１８０】
　Ｐ１３．　前記携帯デバイスに含まれるプロジェクタを使用することによって、前記第
２のコンテンツの少なくとも一部を表示するステップを含む、構成Ｐ１。
【０１８１】
　Ｐ１４．　前記第２のコンテンツが前記受信デバイスに配信されることの要求を送出す
るステップを含む、構成Ｐ１。
【０１８２】
　Ｐ１５．　前記第２のコンテンツが前記受信デバイスで録画されることの要求を送出す
るステップを含む、構成Ｐ１。
【０１８３】
　Ｑ１．　ユーザ所持の携帯デバイスを用いて、ユーザの環境から第１のオーディオビジ
ュアル番組セグメントに対応する音声又は画像データを取り込むステップと、
　前記データに隠されたデジタル透かし情報を復号するよう取り込まれたデータを処理す
るステップであり、該デジタル透かし情報が、前記第１のオーディオビジュアル番組セグ
メントの配信元を示す第１の部分、及び前記第１の音声・映像番組セグメントが配信され
た時間を示す第２の部分を含む、該ステップと、
　前記デジタル透かし情報の少なくとも一部をデータ機構に送出し、前記送出に関連する
別の第２の情報を受け取るステップと、
　前記第２の情報を使用することによって、前記第１の番組セグメントと異なる第２のコ
ンテンツが受信デバイスに配信されること又は該受信デバイスにより録画されることの要
求を送出するステップと、
を含み、
　前記ユーザ所持デバイスがメディア捜索器として機能し、前記ユーザの周囲環境からコ
ンテンツをサンプリングし、それに基づいてコンテンツの配信を要求する、方法。
【０１８４】
　Ｒ１．　第１のユーザが、第１のエンティティと関連付けられている第１のオーディオ
ビジュアル番組をサンプリングしたことを示す第１の情報を受け取る動作と、
　前記ユーザによる第１の番組のサンプリングに少なくとも部分的に基づいて、前記第１
のユーザが命令を発行したことを示す第２の情報を受け取り、それによってコンテンツが
録画又は転送されることになる動作であり、該録画又は転送は、前記第１の番組をサンプ
リングするために前記ユーザが使用したデバイスと異なるデバイスを使用する、該動作と
、
　ソフトウェア命令に従ってプログラムされたプロセッサを使用して、上記に関連するデ
ータを前記第１のエンティティに報告する動作と、
を含む方法。
【０１８５】
　Ｒ２．　前記コンテンツが、前記第１のユーザと異なる第２のユーザに関連付けられた
システムに録画又は転送される、構成Ｒ１。
【０１８６】
　Ｒ３．　前記コンテンツが前記第１の番組と異なる、構成Ｒ１。
【０１８７】
　Ｓ１．　マイクロフォン、アナログ－デジタルコンバータ、プロセッサ及びメモリを備
える携帯電話であって、
　前記アナログ－デジタルコンバータが前記マイクロフォンに結合され、該マイクロフォ
ンに与えられた音声に対応するデジタル音声データを生成し、
　該電話が通常、直前の時間中に前記マイクロフォンに与えられた音声に対応するデジタ
ル音声データを前記メモリでバッファリングするように動作し、
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　該携帯電話に与えられた音声の解析が必要である場合、該解析は、解析用に音声の取込
みをそれから開始するのではなく、バッファリングされた音声データを使用することがで
きる、
携帯電話。
【０１８８】
　Ｓ２．　該電話が通常、先行する時間の少なくとも１０秒間に対応するデジタル音声信
号をバッファリングするように動作する、構成Ｓ１。
【０１８９】
　Ｓ３．　該電話が通常、先行する時間の少なくとも２０秒間に対応するデジタル音声信
号をバッファリングするように動作する、構成Ｓ１。
【０１９０】
　Ｔ１．　ビデオレコーダを遠隔で予約設定する方法であって、
　マイクロフォンを備えたユーザ所持の携帯デバイスを用いて、環境中の音声を取り込む
動作と、
　前記音声の取込み前にステガノグラフィによるデジタル透かしとして該音声に付加され
ている複数ビットの補助情報を復号する動作と、
　復号された情報の少なくとも一部を用いてデータ機構に問い合わせる動作と、
　前記問い合わせの結果として、取り込まれた音声が対応するオーディオビジュアル番組
を識別する情報を受け取る動作と、
　前記携帯デバイスに付随するユーザインターフェースを用いて、前記オーディオビジュ
アル番組を識別する情報を、受け取られた情報に基づいてユーザに提示する動作と、
　（１）前記オーディオビジュアル番組の残りの録画を開始するようビデオレコーダに指
示する動作、及び／又は
　（２）ビデオレコーダがアクセスできるコンテンツ配信システムで将来のある時点に前
記オーディオビジュアル番組が入手可能になるように予定されているか否かを判定し、前
記ユーザインターフェースによって今後の入手可能性についての情報を提示し、該オーデ
ィオビジュアル番組を前記将来の時点で録画するように前記ビデオレコーダを予約設定す
る動作と、
を含む方法。
【０１９１】
　Ｔ２．　前記ビデオレコーダがアクセスできるコンテンツ配信システムで、将来のある
時点に前記オーディオビジュアル番組が入手可能になるように予定されているか否かを判
定し、前記ユーザインターフェースによって今後の入手可能性についての情報を提示し、
該オーディオビジュアル番組を前記将来の時点で録画するようにビデオレコーダを予約設
定する動作を含む、構成Ｔ１。
【０１９２】
　Ｔ３．　前記復号する動作が、前記携帯デバイス内のプロセッサを使用して復号するこ
とを含む、構成Ｔ１。
【０１９３】
　Ｔ４．　前記取り込まれた環境中の音声に対応するデータを遠隔のサーバに送出する動
作と、
　前記遠隔のサーバで複数ビットの補助情報を復号する動作と、
を含む構成Ｔ１。
【０１９４】
　Ｔ５．　前記ユーザインターフェースを介して入力されたユーザコマンドを受け取る動
作と、
　受け取られたユーザコマンドに従って前記将来の時点で前記オーディオビジュアル番組
を録画するように前記ビデオレコーダを予約設定する動作と、
を更に含む、構成Ｔ１。
【０１９５】
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　Ｔ６．　前記ユーザインターフェースを介して入力されたユーザコマンドを受け取る動
作と、
　受け取られたユーザコマンドに従って前記オーディオビジュアル番組の残りの録画を開
始するよう前記ビデオレコーダに指示する動作と、
を更に含む、構成Ｔ１。
【０１９６】
　Ｕ１．　マイクロフォンを備えたユーザ所持の携帯デバイスを用いて、環境中の音声を
取り込む動作と、
　前記音声の取込みの前にステガノグラフィによるデジタル透かしとして該音声に付加さ
れている複数ビットの補助情報を復号する動作と、
　復号された情報の少なくとも一部を用いて第１のデータ機構に問い合わせを行なう動作
と、
　前記第１のデータ機構に問い合わせた結果として、取り込まれた音声が対応するコンテ
ンツと関連付けられたメタデータを識別する動作と、
　識別されたメタデータのある部分を用いて第２のデータ機構に問い合わせを行なう動作
と、
　前記第２のデータ機構に問い合わせた結果として、取り込まれた環境中の音声と関連す
るオーディオビジュアル番組の入手可能性に関する情報を受け取る動作と、
　前記携帯デバイスに付随するユーザインターフェースを用いて、受け取られた情報の少
なくとも一部に基づいてユーザに情報を提示する動作と、
　前記オーディオビジュアル番組がユーザに入手可能になるように準備する動作と、
を含む方法。
【０１９７】
　Ｕ２．　前記第１及び第２のデータベースが同じデータベースを構成する、構成Ｕ１。
【０１９８】
　Ｕ３．　前記オーディオビジュアルコンテンツのプロモから前記環境中の音声を取り込
むことを含む、構成Ｕ１。
【０１９９】
　Ｕ４．　前記オーディオビジュアルコンテンツのレンダリングから前記環境中の音声を
取り込むことを含む、構成Ｕ１。
【０２００】
　Ｕ５．　デジタルビデオレコーダがアクセスできるコンテンツ配信システムで、将来の
ある時点に前記オーディオビジュアル番組が入手可能になることを示す情報をユーザに提
示する動作を含み、
　前記準備する動作が、該番組を前記将来の時点に録画するように前記デジタルビデオレ
コーダを予約設定することを含む、
構成Ｕ１。
【０２０１】
　Ｕ６．　前記オーディオビジュアル番組が前記ユーザへの配信用に入手可能である、又
は入手可能になることを示す情報をユーザに提示する動作を含み、
　前記準備する動作が、該配信を要求することを含む、
構成Ｕ１。
【０２０２】
　Ｕ７．　前記オーディオビジュアル番組が前記ユーザへの配信用に物理的媒体で入手可
能である、又は入手可能になることを示す情報をユーザに提示する動作を含み、
　前記準備する動作が、該配信を要求することを含む、
構成Ｕ１。
【０２０３】
　Ｖ１．　マイクロフォンを備えたユーザ所持の携帯デバイスを用いて環境中の音声を取
り込む動作と、
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　前記音声の取込み前にステガノグラフィによるデジタル透かしとして該音声に付加され
ている複数ビットの補助情報を復号する動作と、
　復号された情報の少なくとも一部を用いてデータ機構に問い合わせを行なう動作と、
　前記問い合わせの結果として、取り込まれた音声が対応するオーディオビジュアル番組
を識別する情報を受け取る動作と、
　前記携帯デバイスに付随するユーザインターフェースを用いて、受け取られた情報に基
づいて、前記オーディオビジュアル番組を識別する情報をユーザに提示する動作と、
　前記オーディオビジュアル番組の少なくとも一部分が入手可能であるか、又は入手可能
になる送信元を識別する動作と、
　前記デバイスの画面上のジェスチャーによって前記ユーザがめくることができる一連の
情報ペインとして、前記オーディオビジュアル番組の索引をユーザに提示する動作と、
を含む方法。
【０２０４】
　Ｖ２．　前記一連の情報ペインを使用して番組中の所望の箇所までユーザが操作する動
作と、
　前記所望の箇所を選択する動作と、
　前記選択された箇所から開始する番組をユーザに配信する動作と、
を更に含む構成Ｖ１。
【０２０５】
　Ｗ１．　テレビ、ラップトップコンピュータ、及びポケットサイズ通信デバイスを伴う
方法であって、
　前記ポケットサイズ通信デバイスを用いて、テレビでレンダリングされている番組の一
部を取り込む動作と、
　対応する識別情報を導出するよう前記一部を処理する動作と、
　導出された識別情報を用いて、前記テレビでレンダリングされている番組と関連付けら
れた番組識別情報を識別するために、データベースに問い合わせを行なう動作と、
　識別された番組識別情報を参照することにより、前記ラップトップコンピュータ上に、
前記テレビでレンダリングされている番組に関連する情報の表示を与える動作と、
を含み、
　前記通信デバイスがテレビ番組を識別するよう支援し、前記ラップトップコンピュータ
と協働して前記番組に関連する情報を表示する、方法。
【０２０６】
　Ｗ２．　前記通信デバイスで番組識別情報を受け取る動作と、
　前記番組識別情報を前記通信デバイスから前記ラップトップコンピュータまで転送する
動作と、
　情報に対する要求であって前記番組識別情報を含む要求を、前記ラップトップコンピュ
ータから送出する動作と、
　送出された要求の結果として、前記ラップトップコンピュータで情報を受け取り、該情
報に基づいて前記表示を与える動作と、
を含む構成Ｗ１。
【０２０７】
　Ｘ１．　テレビ、第１のポケットサイズ通信デバイス、及び第２のポケットサイズ通信
デバイスを伴う方法であって、
　前記第１のポケットサイズ通信デバイスを用いて、前記テレビでレンダリングされてい
る番組の一部を取り込む動作と、
　対応する識別情報を導出するよう該一部を処理する動作と、
　導出された識別情報を用いてデータベースに問い合わせを行ない、前記テレビでレンダ
リングされている番組と関連付けられた番組識別情報を識別する動作と、
　識別された番組識別情報を参照することにより、前記第１のデバイス上に、前記テレビ
でレンダリングされている番組に関連する情報の第１の表示を与える動作と、
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　前記第２のポケットサイズ通信デバイスを用いて、前記テレビでレンダリングされてい
る同じ番組の一部を取り込む動作と、
　対応する識別情報を導出するよう、該一部を処理する動作と、
　導出された識別情報を用いてデータベースに問い合わせを行ない、前記テレビでレンダ
リングされている番組と関連付けられた番組識別情報を識別する動作と、
　識別された番組識別情報を参照することにより、前記第２のデバイス上に、前記テレビ
でレンダリングされている番組に関連する情報の別の第２の表示を与える動作と、
を含み、
　前記第１及び第２のデバイスのユーザに、前記テレビでレンダリングされている番組に
関連する別々の情報が提示される、方法。
【０２０８】
　Ｙ１．　それぞれが画面を含むテレビシステム及び第１のポケットサイズ通信デバイス
を伴う方法であって、
　前記第１のポケットサイズ通信デバイスを用いて、前記テレビシステムから音声又は映
像データを取り込む動作と、
　取り込まれたデータを参照することにより、識別情報を決定する動作と、
　該識別情報を参照することにより、前記テレビシステムの画面以外の画面でユーザに、
その特定のテレビシステムのオペレーションに関係がある情報を提示する動作と、
を含む方法。
【０２０９】
　Ｙ２．　前記識別情報が、前記テレビシステムに関連付けられており、該テレビシステ
ムを識別する機能を有する、構成Ｙ１。
【０２１０】
　Ｙ３．　提示される情報が、コンテンツ配信システムから前記テレビシステムに配信さ
れる番組の番組ガイド情報を含む、構成Ｙ２。
【０２１１】
　Ｙ４．　提示される情報が、前記テレビシステムのデジタルビデオレコーダ部分のオペ
レーションに関連する、構成Ｙ２。
【０２１２】
　Ｙ５．　前記情報をユーザに、ラップトップコンピュータの画面で提示する動作を含む
、構成Ｙ２。
【０２１３】
　Ｙ６．　前記情報をユーザに、前記第１のポケットサイズ通信デバイスの画面で提示す
る動作を含む、構成Ｙ２。
【０２１４】
　Ｚ１．　オーディオビジュアルコンテンツと連携する方法であって、
　ポケットサイズ通信デバイスを用いて、テレビでレンダリングされている第１の番組項
目の一部を取り込む動作と、
　対応する識別情報を導出するよう、該一部を処理する動作と、
　前記第１の番組項目を識別するために、導出された識別情報を用いてデータベースに問
い合わせを行なう動作と、
　前記第１の番組項目に先行した、又は後に続く少なくとも１つの別の第２の番組項目を
前記データベースから更に識別する動作と、
　前記データベースから識別された情報のうちの少なくとも一部をユーザに提示する動作
と、
を含む方法。
【０２１５】
　Ｚ２．　前記提示する動作が、前記番組項目の１つである少なくとも題名をポケットサ
イズ通信デバイスの画面に提示することを含む、構成Ｚ１。
【０２１６】
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　Ｚ３．　前記処理する動作が、音声の一部を処理して、該音声の取込み前にステガノグ
ラフィによるデジタル透かしとして該音声に付加されている複数ビットの補助データを復
号することを含む、構成Ｚ１。
【０２１７】
　Ｚ４．　前記処理する動作が、取り込まれた音声の一部からフィンガプリントデータを
導出することを含む、構成Ｚ１。
【０２１８】
　Ｚ５．　前記提示する動作が、前記ユーザに複数の番組項目及びそれらの相対的順番の
グラフィック表示を提示することを含む、構成Ｚ１。
【０２１９】
　Ｚ６．　前記グラフィック表示が、番組項目及びそれらのシーケンスのカバーフロー状
の提示を含む、構成Ｚ５。
【０２２０】
　Ｚ７．　前記更に識別する動作が、前記第１の番組項目に先行した少なくとも１つの別
の番組項目を識別することを含む、構成Ｚ１。
【０２２１】
　Ｚ８．　前記更に識別する挙動が、前記第１の番組項目に続く少なくとも１つの別の番
組項目を識別することを含む、構成Ｚ１。
【結びの概説】
【０２２２】
　様々な実施形態を参照して本発明者らの技術の原理を説明し例示してきが、本技術がそ
のように限定されないことは明らかであろう。
【０２２３】
　例えば、テレビからの音声出力をサンプリングすることに繰り返して言及したが、別の
実施形態では、例えば携帯電話のカメラを使用して映像をサンプリングすることができる
。透かし及びフィンガプリントを、取り込まれた画像／映像データから導出し、上に詳述
したように使用することができる。
【０２２４】
　同様に、本開示では、ユーザに対して情報を携帯電話（又は他の）表示画面で出力する
ことを企図しているが、可聴出力（例えば、合成音声）など他の出力を使用することもで
きる。同様に、ボタン及びタッチスクリーンによるユーザ入力が通常であるが、他の実施
形態では、話し声コマンドに応答することができる（例えば、マイクロフォン及び対応す
る認識ソフトウェアを用いて実施される既知の音声認識技術によって）。
【０２２５】
　ＤＶＲは通常、家庭をベースとするデバイスである。しかし、そうである必要はない。
本技術の種々の実施形態では、あらゆる種類の録画デバイスを、それがどこに置かれてい
ても使用することができる。（ケーブルテレビでは、実際の録画がケーブル配信システム
のヘッドエンドで行われる消費者ＤＶＲサービスを提供している。）
【０２２６】
　完全なシステムとして開示したが、詳述した各構成のサブコンビネーションもまた、別
に企図されている。例えば、携帯電話を使用してテレビ番組からのコンテンツを捜索し、
その番組に関係がある情報を携帯電話画面に表示することを、その後にどんな挙動（例え
ば、ＤＶＲを使用して録画すること）も伴わずに実施することができる。
【０２２７】
　上に詳述したサービスに対する料金については、ほとんど言及してこなかった。当然、
一部は無料で提供できるが、他に対しては料金を課すことができる。料金は、携帯電話又
は携帯電話へのデータサービスのプロバイダ、ＤＶＲにコンテンツを提供するコンテンツ
配信会社から請求するか、或いは別の方法で請求することができる。定期的な加入料をい
くつかのサービスに対して課すことができ、或いは料金をイベントごとのベースで請求す
ることができる（例えば、コンテンツ捜索によって集められた情報に基づいてＤＶＲを予
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約設定するのに１０セント）。これらの収入は、事業体の間で分配することができ、例え
ば、一部が（公序良俗違反につき、不掲載）に行き、一部が、携帯電話にソフトウェア機
能を提供する事業体（例えば、携帯電話会社）に行く。
【０２２８】
　上記のデータベースは例示的なものに過ぎないことを理解されたい。構成及びデータベ
ースコンテンツに多くの変形を状況に応じて行うことがもちろん可能である。表示／アク
ションのために携帯電話又は他のデバイスに中継される情報についても同様である。例え
ば、題名だけが提示されることがあり、或いはより豊富なデータの集まりを使用すること
もできる。
【０２２９】
　前述の識別情報は、透かしとして導出され、又はデータベースにより索引を付けられて
いるが、任意のものであってもよく（例えば、図３の１ＤＡ７ソースＩＤ）、或いは意味
論的値を有してもよい（例えば、意味を伝達するタイムスタンプデータの場合のように）
。他の実施形態では、様々な識別情報をもちろん使用することができる。
【０２３０】
　携帯電話の中には、取り込まれた音声に、捜索されたコンテンツの認識を低下させうる
信号処理（例えば、損失の大きい圧縮）を加えるものがある。次世代の携帯電話では、マ
イクロフォンからの生音声が、本技術のような自動化システムで使用するために、別個に
入手可能になりうる。同様に、次世代電話では、取り込まれた音声の最後の、例えば５秒
、１０秒、又は２０秒以上を常にバッファリングすることができる。（この期間は、ユー
ザインターフェースを介してユーザが設定することができ、或いは、例えばＡＰＬを介し
て設定可能なソフトウェアパラメータによって設定することができる。）。電話のユーザ
インターフェース上の専用ボタンを押すこと（又は、ジェスチャーユーザインターフェー
スの機能を起動することなど）によって、バッファリングされたデータを前に詳述したよ
うに処理し転送することができる。（専用ボタンにより、別の方法で、例えばメニューを
移動することによって捜索ソフトウェアアプリケーションを起動する必要が回避される。
）。同様な構成が、携帯電話取込み画像データに関連して、前に引用した出願第１２／２
７１，６９２号に詳述されている。
【０２３１】
　本開示では、周囲環境から取り込まれるデータ、例えば、スピーカによって提供される
（又は画面に提示される）音声（又は画像）を取り込むセンサからのデータに焦点を当て
たが、詳述された技術では同じように、センサ又はレンダリングを用いないで音声（又は
画像）が電気的な形で得られる応用例も見出される。例えば、本明細書で詳述された機能
は、パーソナルコンピュータ又は携帯電話上で実行するソフトウェアとして実現されると
ともに、このようなデバイスに配信され処理されるコンテンツと関連して動作することが
できる。或いは、第１のデバイス上の電子コンテンツを、有線（例えば、ＵＳＢ）又は無
線（例えば、ブルートゥース）リンクを介して第２のデバイスで入手可能とし、詳述した
方法で第２のデバイスによって処理することもできる。このような構成の一例では、コン
テンツが無線でユーザのＺｕｎｅ音楽プレーヤに転送され、その後、そのユーザのコンピ
ュータに、Ｚｕｎｅプレーヤがドッキングされたときにダウンロードされる。このような
状況でコンテンツデータの処理が行われると、付加的な市場インテリジェンス情報が入手
可能になる（例えば、そのコンテンツを使用するデバイス及びソフトウェアに関して）。
【０２３２】
　図５は、番組セグメントデータをユーザに提示する１つの構成を示している。開発され
ている電子番組ガイドの多様性によって十分に示されるように、非常に多様な他の構成を
採用することができる。絶対的な分の単位でのセグメント長さの提示は、もちろん例示で
ある。この情報は、必要であれば、現在時間からの数値オフセットなどによって、図表に
よるものを含む他の多くの方法で提示することができる。
【０２３３】
　用途に応じて、コマーシャル及び他の番組に関する情報が要望されることもあれば、さ
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れないこともある。コマーシャル及び関連データを含める、又は除外するための細部にわ
たる実施形態の修正は、十分に当業者の技術の範囲内にある。
【０２３４】
　図８のカバーフローシーケンスは、例えば、所与のチャネルにおける一連の時間順の番
組、又は所与の時間に複数のチャネルの組にわたって入手可能な番組のうちの選択された
ものを示すＥＰＧ番組データを提示するように採用することができることを理解されたい
。
【０２３５】
　ラップトップコンピュータに言及したが、このラップトップコンピュータは、ネットブ
ック及びタブレットコンピュータを含む、より大きい種類のデバイスを簡単に表現するも
のであることを理解されたい。「ポケットテスト」は、１つの実行可能なテストである。
すなわち、ポケットに収めることができるものは何でも「携帯電話」とみなすことができ
る。交流電力にアクセスしないで動作できる、より大型のいかなるデバイスも「ラップト
ップコンピュータ」とみなすことができる。
【０２３６】
　同様に、本開示で用いる「放送」という語は、狭い意味合いでテレビ信号の無線伝送に
限定されるものではないことを理解されたい。そうではなく、放送には、インターネット
であろうと他のいかなるメディアであろうと、多数の宛先へのコンテンツのあらゆる同時
配信が含まれる。同様に、異なる項目の番組コンテンツの時間指定でのどんな配信も、た
とえただ１人の消費者を対象としても、放送とみなすことができる。
【０２３７】
　「オーディオビジュアル」コンテンツは、音声と映像の構成要素の両方を含むコンテン
ツ（例えば、テレビ、映画、多くのインターネット映像ストリームなど）を指すと理解さ
れたい。
【０２３８】
　詳述した実施形態では、テレビからの出力をサンプリングすることに焦点を当てたが、
詳述したメディア捜索原理は、より一般的に適用可能であることを理解されたい。例えば
消費者は、映画館、ナイトクラブ、或いは他のどこか音声又は画像をサンプリングできる
ところでコンテンツを捜索することができる。さらに、一つの携帯電話が、別の携帯電話
によって音声又は映像で提供されているコンテンツを捜索することもできる。
【０２３９】
　（空中を通したコンテンツの取込みが好ましいが、本技術の原理はまた、例えば無線又
は有線による別の方法でコンテンツが捜索デバイスで入手可能になる状況に適用すること
もできる。）
【０２４０】
　本譲受人は、関連するシステム及び技術についての多くの情報を、当業者によく知られ
ていると考えられる研究の集合である特許文献で公開してきた。透かしを入れる技術（例
えば、第６，１２２，４０３号、及び第６，５９０，９９６号）、並びにコンテンツを関
連メタデータと結び付けること（例えば、第６，１２２，４０３号、第６，９４７，５７
１号、及び第２００７０１５６７２６号）に関する特許が含まれる。
【０２４１】
　本開示で参照された携帯電話及び他のコンピュータの設計は、当業者によく知られてい
る。大まかに言えば、それぞれが、１以上のプロセッサ、１以上のメモリ（例えばＲＡＭ
）、記憶装置（例えば、ディスク又はフラッシュメモリ）、ユーザインターフェース（例
えば、キーパッド、ＴＦＴ　ＬＣＤ又はＯＬＥＤディスプレイ画面、タッチセンサ又は他
のジェスチャーセンサ、カメラ又は他の光センサ、マイクロフォンなどを、グラフィック
ユーザインターフェースを行うためのソフトウェア命令と共に含みうる）、並びに他のデ
バイスと通信するためのインターフェース（上記の無線、及び／又はイーサネットローカ
ルエリアネットワーク、Ｔ－１インターネット接続などによる有線とすることができる）
を含む。
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　上に詳述した機能は、専用ハードウェアによって、或いはメモリ又は記憶装置から読み
出されたソフトウェア命令を実行するプロセッサによって、或いはこれらの組合せによっ
て実施することができる。「プロセッサ」との言及は、任意の特定の形態ではなく、むし
ろ機能を指し得る。プロセッサは専用のハードウェア、又はソフトウェアで制御されるプ
ログラム可能ハードウェアとすることができる。さらに、そのようないくつかのプロセッ
サを、単一のプログラム可能プロセッサによって実施して、複数の機能を実行することが
できる。
【０２４３】
　詳述した機能を実施するためのソフトウェア命令は、本明細書に提示した説明により、
当業者であれば簡単に書くことができる。
【０２４４】
　通常、各デバイスは、ハードウェアデバイスとのインターフェース、及び汎用機能を実
現するオペレーティングシステムソフトウェアを含み、また、ユーザが望む特定のタスク
を実行するために選択的に呼び出すことができるアプリケーションソフトウェアも含む。
既知のブラウザソフトウェア、通信ソフトウェア、及びメディア処理ソフトウェアを、本
明細書で詳述した用途に適合させることができる。いくつかの実施形態は、オペレーティ
ングシステムソフトウェアとアプリケーションソフトウェアがユーザには（例えば、基本
的な携帯電話の場合と一般には同様に）区別できない専用コンピュータシステムである、
埋込みシステムとして実施されることがある。本明細書で詳述した機能は、オペレーティ
ングシステムソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、及び／又は埋込みシステム
ソフトウェアで実施することができる。
【０２４５】
　別々の機能を別々のデバイスで実施することができる。例えば、携帯電話が遠隔のサー
バと通信するシステムにおいて、別々のタスクを一方又は他方のデバイスで独占的に実行
することができ、或いは実行をこれらデバイスの間で分配することができる。取り込まれ
たメディアコンテンツから透かし又はフィンガプリントデータを抽出することは、そのよ
うなタスクの一例に過ぎない。したがって、あるデバイスによって実行されるような動作
についての説明は、限定的ではなく例示的なものであり、別のデバイスによって、又はデ
バイス間で分配されて動作が実行されることもまた企図されていることを理解されたい。
【０２４６】
　当業者は、前に参照した特許及び特許出願の内容についてよく知っているものと考えら
れる。
【０２４７】
　本明細書を過度に長くすることなく広範な開示を行うために、本出願者らは、前に参照
した特許及び特許出願を参照することにより援用する。（このような文献は、それらの教
示の特定のものに関連して前に引用されたとしても、それらの全体として援用される。）
【０２４８】
　以上に詳述した諸実施形態の要素及び特徴の特定の組合せは例示的なものに過ぎず、こ
れらの教示の、本明細書及び参照により組み込まれた特許／出願の中の他の教示との交換
及び置換もまた、明確に企図及び意図されている。
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